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序 

第１章 計画の策定にあたり 

第１節 計画策定の背景と目的 

国の将来予測によれば、いわゆる団塊の世代が75歳以上になる令和７（2025）年には、国民

の約３割が高齢者という超高齢化社会を迎えます。さらに、2040年には団塊ジュニアが65歳以

上になり、現役世代の減少するペースが加速すると見込んでいます。増加する介護給付費、介

護人材不足、現役世代の減少は、わが国において共通の課題となっております。 

高齢者が要介護状態等になることを予防するとともに、要介護状態となった場合においても、

可能な限り住み慣れた地域で自立した生活を営むことができるようにすることは、介護保険制

度の重要な目的であります。給付実績の分析、地域の高齢者の状況を把握し、高齢者福祉政策

及び介護保険事業計画に反映させていくことを求められています。 

本市の令和２（2020）年10月現在の高齢化率は33.2％で、そのうち75歳以上の後期高齢者率

は50.9％となっております。生産年齢人口（15～64歳）の減少と同時に総人口も減少を続けて

おり、社人研推計によると、2045年には、およそ2.5人に１人が65歳以上になると推計されてい

ます。また、本市の地勢は伊豆半島の北部に位置し、狩野川流域の平野部に広がる市街地と、

市の面積の７割にあたる山間地域を有しており、そこに暮らす高齢者の日常生活支援に係る課

題やニーズは地域ごとに異なります。本市においても、超高齢化社会を見据え、過不足のない

介護サービスの提供と、高齢者の自立支援や介護予防を推進するとともに、「支える側」「支え

られる側」という関係を超えて、住民同士が助け合いながら暮らしていく地域や社会の構築を、

着実に実現していく必要があります。 

令和２（2020）年度が最終年度にあたる伊豆の国市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事

業計画について、給付実績の分析及び取り組みの評価を行い、また、計画策定に先駆けて実施

した伊豆の国市高齢者実態調査から見えてくる現状と課題を踏まえ、引き続き「地域で支え合

い、だれもがすこやか、元気に生きるまち」を実現するため、伊豆の国市高齢者保健福祉計画・

第８期介護保険事業計画を策定します。 
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第２節 計画策定の位置づけ 

１．計画の位置づけ 

本計画は老人福祉法第20条の８に基づく市町村老人福祉計画、介護保険法第117条に基づく

市町村介護保険事業計画を一体的に策定し、本市における高齢者福祉施策及び介護保険事業に

ついて取り組むべき事項を定めるものです。 

また、本計画は「地域包括ケア計画」として位置づけ、在宅医療・介護の連携の推進等を進

めていくものです。 

さらには、本市で推進する成年後見制度に関する施策を総合的に推進するために、伊豆の国

市成年後見制度利用促進計画と一体的に策定します。 

 

２．各種計画との整合性 

本計画は「伊豆の国市総合計画」を最上位計画、「伊豆の国市地域福祉計画」を上位計画とし、

他の行政部門計画である「伊豆の国市健康増進計画」「伊豆の国市障害者計画・障害福祉計画・

障害児福祉計画」等との整合性を図りながら推進します。また、静岡県の高齢者福祉計画・介

護保険事業支援計画である「ふじのくに長寿社会安心プラン（第８期介護保険事業支援計画）」

とも整合を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

伊豆の国市総合計画 

伊豆の国市地域福祉計画 

伊豆の国市高齢者保健福祉計画・ 

第８期介護保険事業計画 

（地域包括ケア計画として位置づけ） 

（成年後見制度利用促進計画と一体的に策定） 老
人
福
祉
法 

第
２
０
条
の
８ 

介
護
保
険
法 

第
１
１
７
条 

伊豆の国市健康増進計画 

伊豆の国市障害者計画・障害福祉計画・障害児福祉計画 

伊
豆
の
国
市 

他の行政部門計画との整合 

ふ
じ
の
く
に
長
寿
社
会
安
心
プ
ラ
ン

（
第
８
期
介
護
保
険
事
業
支
援
計
画
） 

静岡県 

国 

整合 

根拠 

  
その他の関連計画 
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第３節 計画の期間 

計画期間は、令和３（2021）年度から令和５（2023）年度までの３年間です。 

本計画では、令和７（2025）年、令和22（2040）年までの中長期的な視野に立つとともに、

計画期間中において社会情勢の変化等が生じた場合は、必要に応じて見直しを行います。 

 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

令和 

６年度 

（2024） 

令和 

７年度 

（2025） 

令和 

８年度 

（2026） 

         

前回計画 

（高齢者保健福祉計画・ 

第７期介護保険事業計画） 

高齢者保健福祉計画・ 
第８期介護保険事業計画 

次回計画 

（高齢者保健福祉計画・ 

第９期介護保険事業計画） 

         

 

 

団塊世代が75歳以上となる2025年を見据えた視点 

団塊ジュニア世代が65歳以上となる2040年を見据えた視点 
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第４節 第８期計画のポイント 

近年の状況を踏まえて、社会保障審議会介護保険部会（令和元（2019）年12月27日）では、

３つの方針と、それを推進するために重要な取り組みを介護保険制度の見直しの意見として提

示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：社会保障審議会介護保険部会（令和元（2019）年12月27日）資料より 

 

また、全国介護保険担当課長会議（令和２（2020）年７月31日）では、重要な取り組み等に

関して提示しており、以下の７点が重要なポイントとなります。 

 

 令和７（2025）年・令和22（2040）年を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備 

 地域共生社会の実現 

 介護予防・健康づくり施策の充実・推進（地域支援事業等の効果的な実施） 

 有料老人ホームとサービス付き高齢者住宅に係る都道府県・市町村間の情報連携の強

化 

 認知症施策推進大綱等を踏まえた認知症施策の推進 

 地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び業務効率化の取り組みの強化 

 災害や感染症対策に係る体制整備 

 

地域共生社会の実現と令和22（2040）年への備え 

介護保険制度改革（イメージ） 

制度の持続可能性の確保のための見直しを不断に実施 

保険者機能の強化 データ利活用のためのＩＣＴ基盤整備 

１．介護予防・地域づくりの推進 
～健康寿命の延伸～ 

／「共生」・「予防」を両輪とする 
認知症施策の総合的推進 

２．地域包括ケアシステムの推進 
～地域特性等に応じた介護基盤整備 
・質の高いケアマネジメント～ 

３．介護現場の革新 
～人材確保・生産性の向上～ 
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第２章 高齢者を取り巻く現状と課題 

第１節 人口の推移 

１．年齢３区分人口の推移 

本市の総人口は、平成7（1995）年をピークに減少に転じ※、令和２（2020）年10月1日現在、

48,138人となっています。 

年齢３区分別の推移をみると、年少人口及び生産年齢人口はともに減少を続ける一方、高齢

者人口は増加しており、令和２（2020）年10月1日現在の高齢者人口は15,990人、高齢化率は

33.2％となっております。 

また、当市の人口ピラミッドをみると、「つぼ型」をしており、人口減少が進むとともに、高

齢化率の上昇に一層拍車がかかると予測されます。 

※伊豆の国市まち・ひと・しごと創生長期人口ビジョンより 

【年齢３区分別人口の推移】 

 
平成28年 

（2016） 

平成29年 

（2017） 

平成30年 

（2018） 

令和元年 

（2019） 

令和２年 

（2020） 

年少人口 

（14歳以下） 

5,924人 5,827人 5,685人 5,543人 5,421人 

12.0％ 11.8％ 11.6％ 11.4％ 11.3％ 

生産年齢人口 

（15～64歳） 

28,271人 27,851人 27,439人 27,140人 26,727人 

57.1％ 56.5％ 56.1％ 55.9％ 55.5％ 

高齢者人口 

（65歳以上） 

15,347人 15,619人 15,769人 15,892人 15,990人 

31.0％ 31.7％ 32.3％ 32.7％ 33.2％ 

合計 49,542人 49,297人 48,893人 48,575人 48,138人 

資料：住民基本台帳（各年10月１日現在） 

【年齢３区分別人口割合の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年10月１日現在） 

12.0 11.8 11.6 11.4 11.3

57.1 56.5 56.1 55.9 55.5

31.0 31.7 32.3 32.7 33.2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

年少人口

（14歳以下）

生産年齢人口

（15歳～64歳）

高齢者人口

（65歳以上）
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【人口ピラミッド（令和２（2020）年10月）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 

 

２．高齢者人口の推移 

高齢者人口の推移をみると、前期高齢者及び後期高齢者ともに増加しており、令和２（2020）

年10月1日現在、前期高齢者（65～74歳）が7,846人、後期高齢者（75歳以上）が8,144人となっ

ています。 

前期高齢者、後期高齢者の割合は令和元（2019）年に逆転しています。今後、「団塊の世代」

が75歳を迎え、さらに後期高齢者の割合が増えていくと予測されます。 

【年齢別高齢者人口の推移】 

 
平成28年 

（2016） 

平成29年 

（2017） 

平成30年 

（2018） 

令和元年 

（2019） 

令和２年 

（2020） 

前期高齢者 

（65～74歳） 

8,143人 8,171人 8,095人 7,895人 7,846人 

53.1％ 52.3％ 51.3％ 49.7％ 49.1％ 

後期高齢者 

（75歳以上） 

7,204人 7,448人 7,674人 7,997人 8,144人 

46.9％ 47.7％ 48.7％ 50.3％ 50.9％ 

合計 15,347人 15,619人 15,769人 15,892人 15,990人 

資料：住民基本台帳（各年10月１日現在） 

 

765

981

1,037

1,134

1,073

1,033

1,082

1,205

1,503

1,871

1,674

1,486

1,461

1,716

2,037

1,485

984

525

248

0人1,000人2,000人3,000人

０～４歳

５～９歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳
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35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90歳以上

＜男性＞ 715

949

974

1,032

1,014

1,001

1,006

1,176

1,517

1,825

1,643

1,528

1,463

1,842

2,251

1,763

1,352

981

806

0人 1,000人 2,000人 3,000人

＜女性＞
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【年齢別高齢者人口割合の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年10月１日現在） 

 

３．高齢者世帯の推移 

高齢者世帯数の推移では、一般世帯数全体の伸びに比べて高齢者世帯の伸びは大きく、特に

高齢者単身世帯はこの10年で60.9％増加しています。また、平成27（2015）年では、高齢者単

身世帯の割合と高齢者夫婦世帯の割合を合わせると約24.6％となり、およそ４世帯に１世帯は

高齢者のみの世帯であるといえます。 

また、高齢者同居世帯を含める高齢者のいる世帯は50.9％と、半数を超えており、今後、高

齢者のみの世帯が増えていくと予測されます。 

【高齢者世帯数の推移】 

 
平成17年 

（2005） 

平成22年 

（2010） 

平成27年 

（2015） 

平成17年→ 

平成27年 

一般世帯 18,098世帯 18,715世帯 18,642世帯 103.0％ 

 高齢者 

単身世帯 

1,359世帯 1,755世帯 2,187世帯 
160.9％ 

 7.5％ 9.4％ 11.7％ 

 高齢者 

夫婦世帯 

1,677世帯 2,031世帯 2,411世帯 
143.8％ 

 9.3％ 10.9％ 12.9％ 

 高齢者 

同居世帯 

4,308世帯 4,676世帯 4,896世帯 
113.6％ 

 23.8％ 25.0％ 26.3％ 

※一般世帯に対する世帯割合 

資料：国勢調査 

53.1 52.3 51.3 49.7 49.1

46.9 47.7 48.7 50.3 50.9

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

前期高齢者

（65～74歳）

後期高齢者

（75歳以上）
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高齢者世帯の住居状況は、持ち家率が８割を超えています。高齢者実態調査では、50.9％の

人が自宅で最期を迎えたいと回答しており、可能な限り住み慣れた地域で自立した生活を営む

ことができるように日常生活支援及び在宅介護が行き届く体制を整えることが求められます。 

また、高齢者のみの世帯が増えていくことから、多くの高齢者が在宅での自立した生活が困

難になることが想定されます。高齢者の住居として、特別養護老人ホームをはじめとした介護

保険施設とあわせて、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の設置状況を把握する必

要があります。 

【高齢者世帯の住居状況の推移】 

 
平成17年 

（2005） 

平成22年 

（2010） 

平成27年 

（2015） 

持ち家 
6,103世帯 6,988世帯 7,880世帯 

83.5％ 82.9％ 83.3％ 

公営・公団・ 

公社の借家 

88世帯 90世帯 107世帯 

1.2％ 1.1％ 1.1％ 

民営の借家 
1,044世帯 1,265世帯 1,386世帯 

14.3％ 15.0％ 14.7％ 

給与住宅 
31世帯 39世帯 32世帯 

0.4％ 0.5％ 0.3％ 

間借り 
45世帯 49世帯 50世帯 

0.6％ 0.6％ 0.5％ 

合計 7,311世帯 8,431世帯 9,455世帯 

資料：国勢調査 
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第２節 要介護認定者の状況と課題 

【要介護度別認定者数の推移】 

 
平成28年 

（2016） 

平成29年 

（2017） 

平成30年 

（2018） 

令和元年 

（2019） 

令和２年 

（2020） 

要支援１ 304 319 336 339 299 

要支援２ 362 392 377 390 421 

要支援小計 666 711 713 729 720 

要介護１ 409 408 424 445 460 

要介護２ 347 339 320 309 363 

要介護３ 334 313 305 307 314 

要介護４ 316 339 336 365 356 

要介護５ 193 188 195 204 254 

要介護小計 1,599 1,587 1,580 1,630 1,747 

合計 2,265 2,298 2,293 2,359 2,467 

資料：平成29年までは介護保険事業状況報告（年報）、平成30年以降は見える化システム 

 

【要介護度別認定者数の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成29年までは介護保険事業状況報告（年報）、平成30年以降は見える化システム 
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【要介護認定者の内訳と認定率の推移】 

 
平成28年 

（2016） 

平成29年 

（2017） 

平成30年 

（2018） 

令和元年 

（2019） 

令和２年 

（2020） 

要介護認定者 2,265人 2,298人 2,293人 2,359人 2,467人 

 前期高齢者 274人 262人 268人 271人 282人 

 後期高齢者 1,942人 1,990人 1,988人 2,051人 2,135人 

 第２号被保険者 49人 46人 37人 37人 50人 

第１号被保険者 15,463人 15,640人 15,769人 15,892人 15,990人 

 前期高齢者 8,112人 8,096人 8,095人 7,895人 7,846人 

 後期高齢者 7,351人 7,544人 7,674人 7,997人 8,144人 

要介護認定率 14.3％ 14.4％ 14.3％ 14.6％ 15.1％ 

 前期高齢者 3.4％ 3.2％ 3.3％ 3.4％ 3.6％ 

 後期高齢者 26.4％ 26.4％ 25.9％ 25.6％ 26.2％ 

要介護認定率 

（静岡県） 
15.5％ 15.6％ 16.0％ 16.1％ 16.3％ 

要介護認定率 

（全国） 
18.0％ 18.0％ 18.3％ 18.5％ 18.6％ 

資料：平成29年までは介護保険事業状況報告（年報）、平成30年以降は見える化システム 

静岡県・全国は平成30年までは介護保険事業状況報告（年報）、 

令和元年以降は介護保険事業状況報告（10月分月報） 

 

要介護認定者数は増加傾向にあり、要支援では平成28（2016）年度から令和２（2020）年度

までの伸びは54人増で8.1％の伸び、要介護では148人増で9.3％の伸びとなりました。要介護度

別では、要介護１は51人増で12.5％の伸び、要介護２は16人増で4.6％の伸び、要介護３は20人

減で6.0％減少、要介護４は40人増で12.7％の伸び、要介護５は61人増で31.6％の伸びとなって

おり、重度者が増加しています。 

前期高齢者と後期高齢者では、令和２年度の前期高齢者の認定率が3.6％に対し、後期高齢者

の認定率は26.2％となっています。全体の認定率は、後期高齢者の推移にあわせて増加してい

ます。 
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【介護サービス受給者（利用者）の推移】 

 
平成28年 

（2016） 

平成29年 

（2017） 

平成30年 

（2018） 

令和元年 

（2019） 

令和２年 

（2020） 

居宅サービス 1,355人 1,320人 1,367人 1,443人 1,509人 

地域密着型 
サービス 

263人 258人 236人 237人 216人 

施設サービス 399人 388人 382人 387人 376人 

資料：介護保険事業状況報告（平成29年までは年報、平成30年以降は10月分月報） 

【介護サービス受給者（利用者）の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告（平成29年までは年報、平成30年以降は10月分月報） 

 

【介護保険サービスの給付費と構成比】 

 
居宅 

サービス費 

地域密着型 

サービス費 

施設 

サービス費 

給付費のサービス種類別構成比 51.8% 12.3% 35.9% 

受給者（利用者）一人当たり給付費

（月額） 
98,532円 164,114円 274,046円 

第１号被保険者一人当たり給付費（月額） 17,961円  

資料：介護保険事業状況報告書令和2年10月分月報より 

（給付費は、高額、償還払い分、サービス計画費を除く） 

 

介護サービス受給者（利用者）数の推移をみると、居宅サービス利用者が増加傾向にあり、

サービス種類別構成比率も51.8％を占めています。受給者（利用者）一人当たり給付費をみる

と、施設サービス費が最も高く、介護保険制度を支える被保険者の負担も多いことがわかりま

す。 
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第３節 高齢者実態調査から見える課題 

１．調査の概要 

本計画を実態に即したものとするために、高齢者の生活実態や介護サービス等の現状把握を

目的として実態調査を実施しました。 

（１）調査対象者 

高齢者一般 伊豆の国市在住で65歳以上の方 

要支援認定者 伊豆の国市在住で要支援認定を受けている方 

総合事業対象者 伊豆の国市在住で総合事業の対象となっている方 

要介護認定者 伊豆の国市在住で要介護認定を受けている方 
 

（２）調査時期 

令和元年12月16日（月）から令和２年１月８日（水）まで 
 

（３）調査票の配付・回収 

郵送配付・郵送回収 
 

（４）回収状況 

 発送数 回収票数 回収率 
有効 

回収票数 

有効 

回収率 

高齢者一般 1,500票 1,126票 75.1％ 1,118票 74.5％ 

要支援認定者  300票  220票 73.3％  220票 73.3％ 

総合事業対象者  220票  172票 78.2％  171票 77.7％ 

合計 2,020票 1,547票 76.6％ 1,538票 76.1％ 

注：認定区分が不明なものがあるため、合計と内訳が一致しない。 

 発送数 回収票数 回収率 
有効 

回収票数 

有効 

回収率 

要介護認定者 380票 265票 69.7％ 262票 68.9％ 

注：有効回収票数は白票などの無効票を除いた数。 
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２．実態調査から見える課題 

（１）介護予防・フレイル対策 

2019年国民生活基礎調査によると、軽度（要支援１，２）の人では、介護が必要とな

った原因は、１位関節疾患、２位高齢による衰弱、３位骨折・転倒の順となっています。

要支援１、２は軽度とはいえ、家事や身の回りの支度などの日常生活に支援を必要とす

る状態になります。 

伊豆の国市が実施した「一般・要支援認定者・総合事業対象者調査」では、40％の人

が過去１年間に転んだ経験があり、62.4％の人が転倒に対する不安を感じています。こ

のうち、後期高齢者になると、71.5％の人が転倒に対する不安を感じています。また、

食事に関して、前期高齢者では24.7％の人が半年前に比べて固いものが食べにくくなっ

たと感じており、後期高齢者では43.2％が固いものが食べにくくなったと感じています。

この方々は、体の機能が少し弱くなっていて、近い将来介護サービスを利用する可能性

があります。 

高齢者の方たちに自立して元気に過ごしていただくには、運動機能や口腔機能が低下

し始めた人たちを早期発見し、介護予防へつなげることが必要と考えます。 

 

（２）健康増進・生活習慣病予防 

「一般・要支援認定者・総合事業対象者調査」では、要支援者の病気の有無について、

有病率が高いものから、１位高血圧、２位筋骨格の病気、３位心臓病、４位脳卒中とな

っています。2019年国民生活基礎調査によると、要介護者では介護が必要となった原因

の２位に脳血管疾患があります。主な脳血管疾患には脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血

があります。いずれも、「高血圧」が最大の原因です。 

日本人の高血圧の最大の原因は、食塩の過剰摂取です。また、肥満、運動不足などの

生活習慣にも起因します。高血圧は自覚症状がほとんどなく、自分では気づかないので、

毎年健診を受けることが極めて重要です。高齢になってからではなく、若い頃からの健

康づくり、生活習慣病予防が必要と考えます。 
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（３）自立した生活の維持 

「一般・要支援認定者・総合事業対象者調査」では、74.4％が食品・日用品の買物を

自分でしており、66.8％の人が自分で食事の用意をしています。しかし、要支援者にな

ると、半数の方が「できない」「できるけどしていない」状態になっています。男性の回

答をみると、約６割の人が「できない」「できるけどしていない」と回答しています。買

物や食事の用意をしてくれる家族を失うと、日常生活に支障がでてきます。また、自動

車を運転する目的は、46.1％が「買い物のため」、次いで38.8％が「病院や診療所に通う

ため」ですが、運転免許証の自主返納を考える人も42.8％おり、外出・移動が難しくな

っていきます。 

しかし、高齢者の日常生活の中でできないことを補う生活方法の工夫、生活支援用具

（便利家電やグッズ）や生活支援等サービスをうまく活用することにより自立を促すこ

とが可能です。生活支援ニーズを把握し、新たな活動やサービス開発に取り組むととも

に、必要な情報は高齢者に届く環境整備が必要と考えます。 

 

（４）社会参加の促進 

「一般・要支援認定者・総合事業対象者調査」では、61.3％の人が町内会等の行事に

参加していないと回答しています。また、地域づくりへの参加意欲については、全体で

は50.9％の人が参加意欲を示していますが、後期高齢者になると45％の人が「参加した

くない」と回答しており、高齢になるにつれて参加意欲が薄れています。 

自治会などの行事に参加しなくなると、地域とのつながりが希薄になり、孤立するだ

けではなく、参加意欲の低下が活動量を減らし、運動機能などの低下を進めてしまいま

す。 

高齢者の継続雇用政策により、65歳を超えても働くことができるようになりましたが、

生涯現役社会を目指し、シルバー人材センターやボランティアなど、多様な社会参加を

推進することが必要と考えます。 

 

（５）認知症対策 

「一般・要支援認定者・総合事業対象者調査」では、40.3％の人が「認知症の予防に

ついて」知りたいと回答しております。また、「要介護認定者調査」では、主な介護者の

34.7％の人が「認知症状への対応」に不安を感じています。その内、64.3％の人が「認

知症の症状への対応方法」を、14.3％の人が「はいかいの可能性がある時の対応」を知

りたいと回答しています。 

2019年国民生活基礎調査によると、要介護者では介護が必要となった原因の１位は「認

知症」です。また、国は2025年には65歳以上高齢者の５人１人が認知症になる推計して

います。つまり、自分を含め身近な人が認知症になることが当たり前の時代がそこまで

来ています。認知症の人が自分らしく前向きに認知症とともに生きることができるよう

支えるとともに、認知症の人を単に支えられる側と考えるのではなく、認知症の人とと

もによりよく生きていくことができるような環境整備が必要になると考えます。 
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第３章 計画の達成状況 

第１節 健康づくりの現状と評価 

１．健康診断等 

（１）特定健康診査［国保加入者］（40歳～74歳） 

■現状と課題■ 

対象者数は計画値より上回っていますが、受診者数、受診率ともに計画値を下回ってい

ます。 

未受診者を対象に積極的な受診勧奨を行う等の受診者数及び受診率向上に向けた取り

組みを進めていきます。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

対象者数 
計画値 9,245人 8,717人 8,259人 

実績値 9,367人 9,006人 9,208人 

受診者数 
計画値 4,752人 4,637人 4,534人 

実績値 4,163人 3,823人 2,970人 

受診率 
計画値 51.4％ 53.2％ 54.9％ 

実績値 44.4％ 42.4％ 32.3％ 

 

（２）後期高齢者健康診査（75歳以上） 

■現状と課題■ 

受診者数、受診率ともに概ね計画値の通りとなっています。 

引き続き、受診率の向上に向けた取り組みを進めていきます。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

対象者数 
計画値 7,789人 8,056人 8,202人 

実績値 7,506人 7,821人 8,044人 

受診者数 
計画値 2,336人 2,497人 2,624人 

実績値 2,747人 2,716人 2,651人 

受診率 
計画値 30.0％ 31.0％ 32.0％ 

実績値 36.6％ 34.7％ 33.0％ 
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（３）歯周病検診（高齢期65歳以上） 

■現状と課題■ 

全年代を通じて、受診率は計画値を下回っており、60歳代男性受診率以外は低下傾向に

あります。 

歯周病検診の重要性を啓発する等、受診率向上に向けた取り組みが必要です。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

60歳代 

男性受診率 

計画値 1.84％ 1.86％ 1.88％ 

実績値 1.50％ 1.30％ 1.29％ 

60歳代 

女性受診率 

計画値 4.54％ 4.56％ 4.58％ 

実績値 1.00％ 3.30％ 3.02％ 

70歳代 

男性受診率 

計画値 3.64％ 3.81％ 3.98％ 

実績値 2.70％ 2.20％ 1.93％ 

70歳代 

女性受診率 

計画値 5.24％ 5.46％ 5.68％ 

実績値 3.70％ 3.30％ 2.72％ 

※令和２年度の実績値は令和３年２月10日時点の実績値 

（４）がん検診 

■現状と課題■ 

平成30（2018）年度より、全住民を対象者と算定することになり、計画時とは考え方が

変わっています。 

がん検診の重要性の啓発を進めるとともに、特にがんが増加する年代を対象にした受診

勧奨等を行います。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

受診率 
計画値 27.99％ 28.66％ 29.33％ 

実績値 11.83％ 11.30％ 9.35％ 

※がん検診とは、胃がん、大腸がん、肺がん、子宮頸がん、乳がん、前立腺がんの検診のこと 

※令和２年度の実績値は令和３年２月10日時点の実績値 
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２．健康教育 

■現状と課題■ 

実施率は計画値を下回っており、低下傾向にあります。 

県内では比較的高い実施率となっていますが、実施率を向上させる取り組みが必要です。 

【特定保健指導】 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

対象者数 
計画値 447人 434人 422人 

実績値 407人 365人 350人 

実施者数 
計画値 231人 232人 232人 

実績値 183人 157人 105人 

実施率 
計画値 51.7％ 53.5％ 55.0％ 

実績値 45.0％ 43.0％ 30.0％ 
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第２節 介護予防の現状と評価 

１．介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

（１）一般介護予防事業 

①介護予防把握事業 

■現状と課題■ 

令和元（2019）年度までは、対象者数、訪問件数ともに概ね計画通りとなっていました

が、令和２（2020）年度において、計画値を下回っています。 

今後も事業対象者に対する訪問を継続していきます。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

対象者数 
計画値 322人 348人 378人 

実績値 318人 342人 314人 

訪問件数 
計画値 225人 243人 264人 

実績値 206人 239人 117人 

 

②介護予防普及啓発事業 

■現状と課題■ 

令和元（2019）年度までは、講演会等の開催については、開催回数、延べ参加人数とも

に、計画値を下回っています。令和２（2020）年度は新型コロナウイルス感染症の影響で

実施していません。介護予防教室等の開催については、概ね計画通りとなっています。 

男性の参加者が少ない傾向にあり、男性でも参加しやすい環境を整備していくとともに、

今後の状況を適切に判断しながら開催を検討していく必要があります。 

【講演会等の開催】 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

開催回数 
計画値 124回 124回 124回 

実績値 99回 83回 0回 

延べ参加人数 
計画値 1,800人 1,900人 2,000人 

実績値 1,164人 961人 0人 

 

【介護予防教室等の開催】 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

開催回数 
計画値 1,650回 1,794回 1,824回 

実績値 1,757回 1,567回 353回 

延べ参加人数 
計画値 18,000人 18,500人 19,000人 

実績値 20,996人 17,506人 4,629人 
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③地域介護予防活動支援事業 

■現状と課題■ 

介護予防ボランティア等育成講座については、講座の開催・延べ参加人数ともに計画値

を大きく下回っています。地区サロン活動支援については、令和２（2020）年度は新型コ

ロナウイルス感染症の影響で、計画値を大きく下回る状況にあります。 

介護予防専門職の派遣を希望する団体の固定化やボランティアが不足している課題が

あります。また、今後の状況を適切に判断しながら事業の実施を検討していく必要があり

ます。 

【介護予防ボランティア等育成講座の実施】 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

講座の開催 
計画値 12回 12回 12回 

実績値 1回 2回 1回 

延べ参加人数 
計画値 200人 200人 200人 

実績値 67人 21人 60人 

 

【地区サロン活動支援】 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

講師等の派遣 
計画値 40回 40回 40回 

実績値 45回 29回 9回 

 

④一般介護予防事業評価事業 

■現状と課題■ 

概ね計画通りとなっています。今後も継続して実施していきます。 

【介護予防事業評価委員会の開催】 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

開催回数 
計画値 2回 2回 2回 

実績値 2回 3回 2回 
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（２）介護予防・生活支援サービス事業 

①訪問型サービス 

■現状と課題■ 

訪問型サービスＡについては、概ね計画通りとなっています。訪問型サービスＢ、訪問

型サービスＣについては、計画値を下回っており、訪問型サービスＢ、訪問型サービスＣ

については更なる事業の周知をしていく必要があります。 

【訪問型サービスＡ】 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

訪問実人数 
計画値 25人 27人 29人 

実績値 30人 29人 34人 

延べ人数 
計画値 1,530人 1,610人 1,700人 

実績値 1,644人 1,700人 2,110人 

 

【訪問型サービスＢ】 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

訪問実人数 
計画値 4人 5人 6人 

実績値 2人 2人 3人 

延べ人数 
計画値 192人 240人 288人 

実績値 46人 93人 217人 

 

【訪問型サービスＣ】 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

訪問実人数 
計画値 6人 13人 18人 

実績値 0人 0人 5人 

延べ人数 
計画値 42人 111人 156人 

実績値 0人 0人 60人 
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②通所型サービス 

■現状と課題■ 

通所型サービスＡ、通所型サービスＢは概ね計画通りとなっています。通所型サービス

Ｃについては実施に至っていません。 

通所型サービスＣについては、市民ニーズを把握しながら実施を検討していく必要があ

ります。 

【通所型サービスＡ】 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

実利用人数 
計画値 130人 145人 160人 

実績値 116人 117人 94人 

延べ利用人数 
計画値 5,800人 6,000人 6,300人 

実績値 5,277人 5,374人 4,706人 

 

【通所型サービスＢ】 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

開催回数 
計画値 480回 432回 432回 

実績値 361回 357回 275回 

延べ参加人数 
計画値 4,800人 4,320人 4,320人 

実績値 5,007人 4,483人 2,870人 

 

【通所型サービスＣ】 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

実利用人数 
計画値 20人 20人 20人 

実績値 0人 0人 0人 

延べ利用人数 
計画値 240人 240人 240人 

実績値 0人 0人 0人 
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第３節 地域で支える包括的な支援体制づくりの現状と評価 

１．地域包括支援センター機能の充実 

（１）地域包括支援センターの機能強化 

■現状と課題■ 

概ね計画通りとなっています。 

今後も地域包括ケアシステムにおいて重要な役割を果たす地域包括支援センターの機

能を強化していきます。 

【地域包括支援センター運営協議会の実施】 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

実施回数 
計画値 3回 3回 3回 

実績値 3回 3回 3回 

 

２．地域ケア会議の推進 

■現状と課題■ 

実施回数は増加傾向にありましたが、令和２（2020）年度は新型コロナウイルス感染症

の影響で、計画値を大きく下回る状況にあります。 

今後も地域包括支援センターを中心に、地域ケア会議による個別ケースの検討を通じた

地域課題の解決に向けた取り組みを進めていきます。 

【個別地域ケア会議】 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

実施回数 
計画値 16回 20回 24回 

実績値 12回 16回 6回 

※１地域包括支援センターあたりの実施回数 

【圏域別地域ケア会議】 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

実施回数 
計画値 2回 3回 3回 

実績値 1回 1回 1回 

※１地域包括支援センターあたりの実施回数 

【伊豆の国市地域ケア推進会議】 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

実施回数 
計画値 2回 2回 2回 

実績値 1回 1回 1回 
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３．在宅医療・介護連携の推進 

■現状と課題■ 

概ね計画通りとなっています。 

在宅での医療と介護が必要な高齢者の増加が予測されることから、今後も在宅医療・介

護の連携を推進する取り組みを進めていきます。 

【在宅医療・介護連携推進会議の実施】 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

実施回数 
計画値 3回 3回 3回 

実績値 3回 3回 2回 

 

４．生活支援体制整備の推進 

（１）協議体の設置 

■現状と課題■ 

第１層（市圏域）については概ね計画通りとなっています。第２層（日常生活圏域）に

ついて実施するための取り組みを進めていく必要があります。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

第１層（市圏域） 

実活動回数 

計画値 3回 3回 3回 

実績値 4回 4回 4回 

第２層（日常生活

圏域）実活動回数 

計画値 2回 4回 6回 

実績値 0回 0回 3回 

※日常生活圏域あたりの実施回数 

 

（２）地域見守りネットワークの構築と推進 

■現状と課題■ 

新規締結先は年度により偏りがあります。 

今後も新規締結数が増やせるよう施策を推進していく必要があります。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

見守り協定 

新規締結数 

計画値 2箇所 3箇所 4箇所 

実績値 4箇所 0箇所 3箇所 

 



24 

（３）居場所づくりの推進 

■現状と課題■ 

計画値を上回る実績値となっています。 

今後も高齢者の居場所を増加させるための取り組みを進めていきます。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

開設数（累計） 
計画値 8箇所 10箇所 12箇所 

実績値 13箇所 13箇所 14箇所 

 

 

第４節 在宅高齢者への生活支援の現状と評価 

１．食の自立支援事業 

■現状と課題■ 

概ね計画通りとなっています。 

デイサービスとの併用や民間事業者の利用も視野に入れ、事業を展開します。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

延べ利用実人数 
計画値 810人 820人 825人 

実績値 959人 919人 948人 

延べ利用回数 
計画値 14,300回 14,500回 14,600回 

実績値 14,770回 14,764回 14,032回 

 

２．家族介護用品支給事業 

■現状と課題■ 

概ね計画通りとなっています。 

高齢化が進む中、需要は増えてくるため、継続的に実施していきます。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

利用実人数 
計画値 355人 360人 365人 

実績値 353人 392人 427人 

延べ利用個数 
計画値 10,650個 10,800個 10,950個 

実績値 9,032個 9,497個 - 
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３．救急医療情報キット配布事業 

■現状と課題■ 

計画値を下回っていますが、増加傾向にあります。 

救急キットの救急医療情報シートが最新の情報となっているかを啓発しながら事業を

継続します。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

配布世帯（総数） 
計画値 4,000世帯 4,100世帯 4,200世帯 

実績値 3,600世帯 3,820世帯 4,020世帯 

 

４．寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業 

■現状と課題■ 

概ね計画通りとなっています。 

今後も事業内容を見直しながら継続していきます。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

利用実人数 
計画値 75人 78人 81人 

実績値 68人 77人 80人 

延べ利用回数 
計画値 150回 156回 162回 

実績値 132回 153回 160回 

 

５．在宅高齢者短期保護事業 

■現状と課題■ 

令和元（2019）年度までは、計画値を上回る実績値となっています。令和２（2020）年

度においては、利用実人数は計画値を下回っている一方で、延べ利用日数は計画値を上回

っています。 

生活形態が多様化する中、必要なサービスであるため、継続していきます。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

利用実人数 
計画値 6人 7人 8人 

実績値 9人 10人 3人 

延べ利用日数 
計画値 48日 56日 64日 

実績値 66日 84日 134日 
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６．ご用聞きサービス事業 

■現状と課題■ 

計画値を下回る実績値となっています。 

今後も事業内容を見直しながら継続していく必要があります。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

利用件数（総数） 
計画値 110件 115件 120件 

実績値 68件 39件 41件 

 

７．高齢者生活管理指導事業 

■現状と課題■ 

実績は０となっており、当該事業は令和元（2019）年度をもって事業を廃止しています。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

利用件数（総数） 
計画値 1件 1件 1件 

実績値 なし なし  

※令和元（2019）年度をもって事業廃止 

 

８．介護者手当支給事業 

■現状と課題■ 

計画値より実績値が下回っています。また、支給対象者数は年度により上下しています。 

在宅での介護を推進するために、事業を継続していく必要があります。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

支給対象者数 

（総数） 

計画値 300人 300人 300人 

実績値 266人 230人 250人 
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第５節 安否確認支援サービスの現状と評価 

１．緊急通報システム利用事業 

■現状と課題■ 

概ね計画通りとなっています。 

今後も事業内容を見直しながら継続していきます。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

利用実人数 
計画値 110人 115人 120人 

実績値 101人 97人 85人 

 

２．はいかい高齢者探索事業 

■現状と課題■ 

計画値より実績値が下回っています。 

在宅での介護を推進するために必要なため、事業の周知を行いながら、継続して実施し

ます。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

利用実人数 
計画値 5人 5人 5人 

実績値 1人 2人 2人 

 

３．おはようサービス事業 

■現状と課題■ 

計画値より実績値が下回っています。 

気軽に利用しやすいサービスであるため、事業内容を見直しながら継続していきます。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

利用実人数 
計画値 140人 145人 150人 

実績値 123人 111人 100人 
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第６節 社会参加の現状と評価 

１．外出支援サービス事業 

■現状と課題■ 

令和２（2020）年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、計画値を大きく下回る状況

にあります。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

利用実人数 
計画値 20人 21人 22人 

実績値 23人 19人 17人 

延べ利用回数 
計画値 220回 231回 242回 

実績値 218回 257回 150回 

 

２．タクシー・バスの利用助成 

■現状と課題■ 

利用実人数は概ね計画通りとなっていますが、延べ利用枚数は計画を下回っています。 

移動支援サービスは必要なサービスであるため、事業内容を見直しながら継続していき

ます。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

利用実人数 
計画値 5,100人 5,150人 5,200人 

実績値 5,148人 5,212人 5,200人 

延べ利用枚数 
計画値 408,000枚 412,000枚 416,000枚 

実績値 202,189枚 193,825枚 80,000枚 

 

３．福祉車両の貸出し 

■現状と課題■ 

概ね計画通りの実績値となっています。 

事業内容を見直しながら継続していきます。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

利用実人数 
計画値 11人 12人 13人 

実績値 20人 17人 11人 

延べ利用回数 
計画値 44回 48回 52回 

実績値 65回 72回 65回 
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４．長寿を祝う事業の支援 

■現状と課題■ 

概ね計画通りとなっています。令和２（2020）年度は新型コロナウイルス感染症の影響

で、実施していません。 

地域と高齢者をつなぐ事業であるため、継続して実施していきます。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

地区敬老事業 

参加地区 

計画値 51地区 51地区 51地区 

実績値 49地区 49地区 - 

地区敬老事業 

参加者数 

計画値 2,220人 2,280人 2,340人 

実績値 2,156人 2,138人 - 

 

 

第７節 認知症に対する理解の現状と評価 

１．認知症サポーター養成講座の開催強化 

■現状と課題■ 

計画値を上回る実績値となっています。 

地域で認知症の方やその家族を支えるために必要であるため、今後も参加人数増加を目

指して事業を継続していきます。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

開催回数 
計画値 25回 25回 25回 

実績値 33回 23回 20回 

延べ参加人数 
計画値 700人 700人 700人 

実績値 1,262人 977人 900人 
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第８節 認知症の早期発見・対応の現状と評価 

１．早期診断・早期対応に向けた支援体制の構築 

■現状と課題■ 

概ね計画通りとなっています。 

認知症支援として必要な事業であるため、今後も継続して実施していきます。 

【認知症初期集中支援の実施】 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

訪問実人数 
計画値 10人 12人 14人 

実績値 8人 6人 5人 

チーム会議の開催 
計画値 12回 12回 12回 

実績値 12回 11回 11回 

 

 

第９節 権利擁護の取り組みの現状と評価 

１．成年後見制度の利用促進 

■現状と課題■ 

計画値を上回る実績値となっています。 

成年後見制度の利用が必要な人がいつでも制度利用ができるよう、成年後見人等への報

酬助成等を行う成年後見制度利用支援事業を継続します。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

成年後見制度 

市長申立 

実利用人数 

計画値 3人 3人 3人 

実績値 5(5)人 6(3)人 4人 

利用支援事業 

（報酬助成等） 

実利用人数 

計画値 4人 4人 4人 

実績値 8(8)人 8(4)人 6人 

＊( )内は高齢者の人数 
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第10節 高齢者虐待防止に向けた取り組みの現状と評価 

１．高齢者虐待に関する知識や理解の普及・啓発 

■現状と課題■ 

概ね計画通りとなっています。 

高齢者虐待を防止するために、今後も継続して実施します。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

高齢者及び障がい者

虐待防止 

ネットワーク 

運営委員会の開催数 

計画値 2回 2回 3回 

実績値 2回 2回 2回 

 

 

第11節 施設福祉サービスの現状と評価 

１．養護老人ホーム 

■現状と課題■ 

利用実人数は減少傾向にあります。 

ニーズに応じて、事業を継続していきます。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

利用実人数 
計画値 27人 27人 27人 

実績値 25人 22人 21人 

 



32 

第12節 介護保険サービスの現状と評価 

１．居宅介護サービス 

（１）訪問介護 

■現状と課題■ 

令和元（2019）年度までは計画値を実績値が上回っていますが、令和２（2020）年度は

計画値を実績値が下回っています。 

 

区分 

介護給付 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

年間延人数 
計画値 3,240 3,480 3,720 

実績値 3,287 3,642 3,636 

 

（２）訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

■現状と課題■ 

介護給付については、計画値を実績値が下回っています。予防給付については、令和元

（2019）年度において実績があります。 

 

区分 

介護給付 予防給付 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

年間延人数 
計画値 456 516 576 0 0 0 

実績値 250 278 348 0 2 0 

 

（３）訪問看護・介護予防訪問看護 

■現状と課題■ 

介護給付については、計画値を実績値が下回っています。予防給付についても、計画値

を実績値が下回っています。 

 

区分 

介護給付 予防給付 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

年間延人数 
計画値 1,416 1,524 1,632 600 672 768 

実績値 1,373 1,521 1,416 465 594 756 
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（４）訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 

■現状と課題■ 

介護給付については、平成30（2018）年度においては計画値を実績値が上回っています

が、令和元（2019）年度以降においては、計画値を実績値が下回っています。予防給付に

ついては、計画値を実績値が上回っています。 

 

区分 

介護給付 予防給付 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

年間延人数 
計画値 348 408 468 180 228 276 

実績値 393 375 396 227 331 384 

 

（５）居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

■現状と課題■ 

介護給付については、平成30（2018）年度においては計画値を実績値が下回っています

が、令和元（2019）年度以降においては計画値を実績値が上回っています。予防給付につ

いては、令和元（2019）年度までは計画値を実績値が下回っていますが、令和２（2020）

年度においては計画値を実績値が上回っています。 

 

区分 

介護給付 予防給付 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

年間延人数 
計画値 1,548 1,656 1,740 192 216 228 

実績値 1,454 1,900 2,148 120 209 312 

 

（６）通所介護 

■現状と課題■ 

計画値を実績値が上回っています。 

 

区分 

介護給付 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

年間延人数 
計画値 5,280 5,532 5,784 

実績値 5,476 5,640 6,156 
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（７）通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 

■現状と課題■ 

介護給付については、計画値を実績値が下回っています。予防給付についても、計画値

を実績値が下回っています。 

 

区分 

介護給付 予防給付 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

年間延人数 
計画値 1,764 1,776 1,788 732 804 888 

実績値 1,492 1,587 1,392 488 558 456 

 

（８）短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 

■現状と課題■ 

介護給付、予防給付ともに、平成30（2018）年度においては計画値を実績値が上回って

いますが、令和元（2019）年度以降においては計画値を実績値が下回っています。 

 

区分 

介護給付 予防給付 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

年間延人数 
計画値 2,400 2,820 3,048 216 336 384 

実績値 2,497 2,613 2,424 235 213 144 

 

（９）短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護（介護老人保健施設） 

■現状と課題■ 

介護給付、予防給付ともに計画値を実績値が下回っています。 

 

区分 

介護給付 予防給付 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

年間延人数 
計画値 132 168 204 12 12 12 

実績値 70 79 84 1 1 0 
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（10）短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護（病院等） 

■現状と課題■ 

介護給付、予防給付ともに実績はありません。 

 

区分 

介護給付 予防給付 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

年間延人数 
計画値 0 0 0 0 0 0 

実績値 0 0 0 0 0 0 

 

（11）福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

■現状と課題■ 

介護給付については、計画値を実績値が上回っています。予防給付については、計画値

を実績値が下回っています。 

 

区分 

介護給付 予防給付 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

年間延人数 
計画値 6,720 6,960 7,008 4,188 4,908 5,772 

実績値 6,728 7,195 7,800 3,652 3,753 3,624 

 

（12）特定福祉用具購入・特定介護予防福祉用具購入 

■現状と課題■ 

介護給付、予防給付ともに計画値を実績値が下回っています。 

 

区分 

介護給付 予防給付 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

年間延人数 
計画値 168 180 204 84 96 96 

実績値 99 90 132 79 60 48 
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（13）住宅改修・介護予防住宅改修 

■現状と課題■ 

介護給付、予防給付ともに、平成30（2018）年度は計画値を実績値が上回っていますが、

令和元（2019）年度以降においては計画値を実績値が下回っています。 

 

区分 

介護給付 予防給付 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

年間延人数 
計画値 72 96 120 60 72 96 

実績値 75 67 96 66 54 72 

 

（14）特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 

■現状と課題■ 

介護給付、予防給付ともに計画値を実績値が下回っています。 

 

区分 

介護給付 予防給付 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

月平均人数 
計画値 79 89 152 27 34 41 

実績値 76 80 87 20 25 26 

 

（15）居宅介護支援・介護予防支援（ケアプランの作成） 

■現状と課題■ 

介護給付については、平成30（2018）年度は計画値を実績値が下回っていますが、令和

元（2019）年度以降においては計画値を実績値が上回っています。予防給付については計

画値を実績値が上回っています。 

 

区分 

介護給付 予防給付 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

年間延人数 
計画値 10,500 10,560 10,680 3,468 3,480 3,492 

実績値 10,476 10,896 11,760 4,252 4,353 4,296 
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２．施設サービス 

（１）介護老人福祉施設 

■現状と課題■ 

計画値を実績値が下回っています。 

 

区分 

介護給付 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

月平均人数 
計画値 248 258 258 

実績値 232 233 236 

 

（２）介護老人保健施設 

■現状と課題■ 

令和元（2019）年度までは計画値を実績値が上回っていますが、令和２（2020）年度に

おいては、計画値を実績値が下回っています。 

 

区分 

介護給付 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

月平均人数 
計画値 139 139 150 

実績値 140 142 137 

 

（３）介護医療院 

■現状と課題■ 

計画値を実績値が上回っています。今後はニーズを踏まえて計画値として見込んでいく

必要があります。 

 

区分 

介護給付 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

月平均人数 
計画値 0 0 0 

実績値 2 6 6 
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（４）介護療養型医療施設 

■現状と課題■ 

計画値を実績値が下回っています。 

 

区分 

介護給付 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

月平均人数 
計画値 13 13 13 

実績値 8 7 8 

 

３．地域密着型サービス 

（１）定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

■現状と課題■ 

令和元（2019）年度までは計画値を実績値が上回っています。今後はニーズを踏まえて

計画値として見込んでいく必要があります。 

 

区分 

介護給付 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

年間延人数 
計画値 0 0 0 

実績値 8 12 0 

 

（２）夜間対応型訪問介護 

■現状と課題■ 

実績はありません。 

 

区分 

介護給付 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

年間延人数 
計画値 0 0 0 

実績値 0 0 0 
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（３）認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 

■現状と課題■ 

介護給付については、計画値を実績値が下回っています。予防給付については、実績は

ありません。 

 

区分 

介護給付 予防給付 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

年間延人数 
計画値 396 396 396 0 0 0 

実績値 342 366 204 0 0 0 

 

（４）小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 

■現状と課題■ 

介護給付については、計画値を実績値が下回っています。介護予防給付については、令

和元（2019）年度までは計画値を実績値が下回っていますが、令和２（2020）年度におい

ては、計画値と同数となっています。 

 

区分 

介護給付 予防給付 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

年間延人数 
計画値 348 348 348 36 36 36 

実績値 194 156 156 14 23 36 

 

（５）認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 

■現状と課題■ 

介護給付については、計画値を実績値が下回っています。予防給付については、実績は

ありません。 

 

区分 

介護給付 予防給付 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

月平均人数 
計画値 58 76 77 0 0 0 

実績値 57 55 55 0 0 0 
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（６）地域密着型特定施設入居者生活介護 

■現状と課題■ 

実績はありません。 

 

区分 

介護給付 

平成 
30年度 
（2018） 

令和 
元年度 
（2019） 

令和 
２年度 
（2020） 

月平均人数 
計画値 0 0 0 

実績値 0 0 0 

 

（７）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

■現状と課題■ 

計画値を実績値が下回っています。 

 

区分 

介護給付 

平成 
30年度 
（2018） 

令和 
元年度 
（2019） 

令和 
２年度 
（2020） 

月平均人数 
計画値 31 31 31 

実績値 29 29 29 

 

（８）看護小規模多機能型居宅介護 

■現状と課題■ 

令和元（2019）年度以降、計画値を見込んでいましたが、実績はありません。 

 

区分 

介護給付 

平成 
30年度 
（2018） 

令和 
元年度 
（2019） 

令和 
２年度 
（2020） 

年間延人数 
計画値 0 348 348 

実績値 0 0 0 

 

（９）地域密着型通所介護 

■現状と課題■ 

計画値を実績値が下回っています。 

 

区分 

介護給付 

平成 
30年度 
（2018） 

令和 
元年度 
（2019） 

令和 
２年度 
（2020） 

月平均人数 
計画値 145 150 155 

実績値 103 97 101 
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基本構想 

第１章 基本理念 

高齢者保健福祉計画・第８期介護保険事業計画の上位計画である「第２次伊豆の国市総合計

画」では、まちづくりの基本理念として「共生と調和」「継承と創造」「自助・共助・公助」を

掲げています。先人から引き継いだ地域の資源・財産を未来へ継承し、持続的な地域社会の発

展に向けて、「限りある財源や人材」を「効果的な施策に活用」するとともに、「市と市民や民

間との連携」により、不足を補うことで、本市の活力を生み出すという考えによるものです。 

総合計画の基本理念を踏まえ、高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画では、人口減

少の進行と高齢化の進展を踏まえ、高齢者が重度な要介護状態になっても住み慣れた地域で自

分らしいくらしを人生の最後まで続けることができるよう「地域包括ケアシステム」の構築を

はじめとする、高齢者福祉施策を効果的、効率的に展開することに取り組んできました。 

本計画においても、前計画の考え方を継承し、基本理念を次のとおり掲げます。 

 

「地域で支え合い、だれもがすこやか、元気に生きるまち」 
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第２章 基本目標 

基本理念である「地域で支え合い、だれもがすこやか、元気に生きるまち」を実現するため

に、これまでの現状と課題を踏まえ、以下の３つを基本目標とします。 

第１節 基本目標 

基本目標１ 高齢者がすこやかに元気に暮らすまち 

高齢者が元気にいきいきと暮らせるよう、「健康づくり」や「介護予防」に自ら取り組めるよ

う支援します。また、地域との絆を深め、地域を支える側として活躍できる支援を行います。 

 

基本目標２ 高齢者が生きがいをもって暮らし続けるまち 

高齢者が介護や支援が必要になった時にも、できることを尊重した自立支援の取り組みを推

進します。また、個人の人生の目標や生きがいを大切にした支援を行います。 

 

基本目標３ お互いに助け合い、安心して暮らすまち 

市民、市、関係機関が協働して、「支え合い」のしくみを構築し、認知症高齢者や支援が必要

な高齢者が住み慣れた地域の中で、住民と共に暮らすことができる地域共生社会の実現に向け

た取り組みを推進します。 

 

第２節 重点施策 

基本目標の実現のため、重点施策を以下のとおりとします。 

 

 

 

 

 

 

 

重点施策１ 健康増進と介護予防の充実 

重点施策２ 地域での支え合い体制の充実 

重点施策３ いきいきと自立した生活の実現 

重点施策４ 認知症対策・権利擁護の推進 

重点施策５ 介護保険事業の適切な運営 

重点施策 
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第３節 本計画の課題と着目点 

【本市の現状と課題】 

 

統計データ アンケート結果 

〇高齢者数・高齢化率の

増加 

〇70～74歳が最も多い世

代となっている 

〇高齢者単身世帯・高齢

者夫婦世帯の増加 

〇要介護認定者の増加 

〇介護給付費の増加 

〇移動に関する支援の必

要性 

〇地域の会やグループ活

動への参加の必要性 

〇認知症施策への関心 

〇老々介護の問題 

〇介護離職の問題 

国
・
県
の
動
向 

・令和７（2025）年・令和22（2040）

年を見据えたサービス基盤、人的

基盤の整備 

・地域共生社会の実現 

・介護予防・健康づくり施策の充実・

推進 

・有料老人ホームとサービス付き高

齢者住宅に係る都道府県・市町村

間の情報連携の強化 

・認知症施策推進大綱等を踏まえた

認知症施策の推進 

・地域包括ケアシステムを支える介

護人材確保及び業務効率化の取

り組みの強化 

・災害や感染症対策に係る体制整備 

【本計画での課題】 

・地域包括ケアシステムの更なる推進 

・地域共生社会の実現に向けた取り組み 

・令和７（2025）年・令和22（2040）年を見据えたサ

ービス基盤の整備 

・介護予防・重度化防止の取り組み 

・認知症施策の推進 

・福祉人材の確保及び資質の向上 

・災害・感染症対策の推進 

 

 

本
計
画
の
重
点
施
策 

重点施策１ 

健康増進と介護予防の充実 

重点施策２ 

地域での支え合い体制の充実 

重点施策３ 

いきいきと自立した生活の実現 

重点施策４ 

認知症対策・権利擁護の推進 

重点施策５ 

介護保険事業の適切な運営 

 

総
合
計
画
と
の
整
合
性 

〇地域が主体となった活動等を支

援し、健康長寿社会の実現を図る 

〇介護の担い手を育成するととも

に、高齢者に合った無駄のないサ

ービスを提供する 

〇健康増進や介護予防に積極的に

取り組むとともに、健康寿命の延

伸を図る 

 

前
回
計
画
の
評
価 

〇健康増進と介護予防の充実 

〇生きがいづくり・社会参加の推進 

〇高齢者福祉サービスの充実 

〇認知症施策の推進 

〇安心・安全な生活環境の確保 

〇介護保険事業の円滑な運営 
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第３章 計画の体系 

 

 

 

 

 

 

基本
理念

基本目標
（めざす姿）

重点施策 主な施策

地
域
で
支
え
合
い
、
だ
れ
も
が
す
こ
や
か
、
元
気
に
生
き
る
ま
ち

健康づくりの推進

介護予防・重度化防止の推進

包括的な支援体制づくりの推進

在宅医療・介護連携の推進

在宅高齢者の生活支援の推進と充実

安全・安心な環境整備

就労支援

生涯学習レクレーション活動の充実

認知症に対する理解の促進

高齢者虐待防止の推進

介護保険サービスの充実

介護給付適正化

高齢者が
すこやかに元気に

暮らすまち

高齢者が
生きがいをもって
暮らし続けるまち

お互いに
助け合い、
安心して
暮らすまち

介護人材の確保・介護現場の革新

介護保険料の算出

介護保険事業の
適切な運営

成年後見制度の利用促進

認知症の早期発見・対応の推進

健康増進と
介護予防の充実

地域での支え合い
体制の充実

いきいきと自立した
生活の実現

認知症対策・
権利擁護の推進
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第４章 高齢者人口と要介護認定者の見込み 

今後の高齢者人口及び要介護認定者数の見込みは以下の通りとなります。 

 

【今後の人口の見込み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳 

令和３（2021）年以降はコーホート法による推計値 

 

【今後の要介護認定者数の見込み】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成28年、平成29年は介護保険事業状況報告（年報） 

平成30年から令和２年は見える化システム 

令和３（2021）年以降は見える化システムによる推計値 

 

5,924 5,827 5,685 5,543 5,421 5,302 5,179 5,062 4,830 3,120

28,271 27,851 27,439 27,140 26,727 26,376 26,098 25,796 25,186

18,592

15,347 15,619 15,769 15,892 15,990 16,067 16,047 16,018 15,913

15,294

49,542 49,297 48,893 48,575 48,138 47,745 47,324 46,876 45,929

37,006

0人

10,000人

20,000人

30,000人

40,000人

50,000人

60,000人

平成28年平成29年平成30年令和元年令和２年令和３年令和４年令和５年令和７年令和22年

年少人口

（14歳以下）

生産年齢人口

（15歳～64歳）

高齢者人口

（65歳以上）

304 319 336 339 299 309 324 330 343 354

362 392 377 390 421 424 430 440 450 483

409 408 424 445 460 480 504 514 540 613
347 339 320 309 363 364 380 388 401

444334 313 305 307 314 325 335 344 357
413

316 339 336 365 356 371 380 387 405

478

193 188 195 204 254 258 265 270
278

320

2,265 2,298 2,293 2,359
2,467 2,531 2,618 2,673

2,774

3,105

0人

800人

1,600人

2,400人

3,200人

平成28年平成29年平成30年令和元年令和２年令和３年令和４年令和５年令和７年令和22年

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２

要介護３ 要介護４ 要介護５
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第５章 日常生活圏域と地域包括支援センターの考え方 

日常生活圏域は、前計画と同様に、地勢やコミュニティの関係から中学校区を単位として、

長岡圏域、韮山圏域、大仁圏域の３圏域とします。 

地域包括支援センターは、日常生活圏域ごとに１つ設置し、第一号被保険者の数が概ね3,000

人以上6,000人未満ごとに保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員の専門三職種をそれぞ

れ各１人配置し、6,000人を超えた場合は増配します。また、専門三職種が中心となって、総合

相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務及び介護予防ケアマ

ネジメントを実施し、高齢者が住み慣れた地域で安心して過ごすことができるように、包括的

及び継続的な支援を行う地域包括ケアを推進します。 

 

【地域包括支援センター】 

圏域名 センター名称 

長岡 長岡地域包括支援センター 

韮山 韮山地域包括支援センター 

大仁 大仁地域包括支援センター 

 

 

第６章 介護保険施設の整備予定 

第８期計画期間中においては、施設整備の予定はありません。 

 

 



47 

基本計画 

第１章 健康増進と介護予防の充実 

第１節 健康づくりの推進 

１．健康診断等 

（１）特定健康診査【国保加入者】 

■施策の方向性■ 

生活習慣病予防に重点をおいた特定健診・特定保健指導を引き続き実施するとともに、

健診結果やレセプトデータから慢性腎不全や糖尿病の重症化リスクの高い人を抽出し、訪

問指導を実施します。また、受診率向上のための広報啓発活動を実施するとともに、未受

診者に積極的に受診勧奨を実施します。 

■施策の計画値■ 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

対象者数 7,885人 7,388人 6,619人 

受診者数 3,627人 3,546人 3,309人 

受診率 46.0％ 48.0％ 50.0％ 

 

（２）後期高齢者健康診査（75歳以上） 

■施策の方向性■ 

生活習慣病等の疾病を早期発見し、健康寿命を延伸させるために、75歳以上の後期高齢

者を対象に、積極的に個別健診や集団健診等の受診勧奨を行い、後期高齢者健康診査を実

施します。 

■施策の計画値■ 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

対象者数 8,864人 9,224人 9,513人 

受診者数 3,013人 3,228人 3,424人 

受診率 34.0％ 35.0％ 36.0％ 
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（３）歯周病検診（高齢期65歳以上） 

■施策の方向性■ 

口腔機能の低下を防ぎ、生涯自分の歯で食べることができるよう8020運動（80歳で20本

以上の自分の歯を保つことを目標とした運動）を実施するとともに、8020推進員研修会の

開催や表彰、各種啓発活動を行います。また、歯周病検診の実施と重要性についての啓発

活動も行います。 

■施策の計画値■ 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

60歳代男性受診率 1.31％ 1.33％ 1.35％ 

60歳代女性受診率 3.04％ 3.06％ 3.08％ 

70歳代男性受診率 1.95％ 1.97％ 1.99％ 

70歳代女性受診率 2.74％ 2.76％ 2.78％ 

 

（４）骨粗鬆症検診（65歳・70歳） 

■施策の方向性■ 

高齢になって、骨折により歩行や日常生活が困難にならないよう、骨粗鬆症の無料検診

を実施するとともに、検診受診率の増加に努めます。 

 

（５）がん検診 

■施策の方向性■ 

より多くの市民が有効ながん検診を受診できるよう医療機関や県と連携し、検診を受け

やすい体制づくりを引き続き進めていきます。 

■施策の計画値■ 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

受診率 9.85％ 10.35％ 10.85％ 

※がん検診とは、胃がん、大腸がん、肺がん、子宮頸がん、乳がん、前立腺がんの検診のこと 
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２．健康教育 

■施策の方向性■ 

生活習慣病の発症を未然に防ぐため特定健診・人間ドックの結果を活用し、メタボリッ

クシンドロームやその予備群の人に対して保健指導を実施し、対象者が自ら生活習慣を改

善できるよう支援します。 

■施策の計画値■ 

【特定保健指導】 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

対象者数 413人 396人 363人 

実施者数 234人 231人 363人 

実施率 56.7％ 58.3％ 60.1％ 

 

３．保健事業と介護予防の一体的な実施 

■施策の方向性■ 

楽だら体操教室など高齢者の通いの場において健診受診を勧奨するとともに、高齢者の

個別健診や集団健診の結果説明等の機会を利用し、フレイル予防や介護予防の普及啓発に

努めます。 

また、静岡県国民健康保険団体連合会（以下、国保連合会という）が保有する高齢者の

健診・医療・介護の各種データを活用して、地域特性の分析を行うとともに、地域の健康

課題の把握と健康増進につなげます。 
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第２節 介護予防・重度化防止の推進 

１．一般介護予防事業 

（１）介護予防把握事業 

■施策の方向性■ 

対象高齢者に個別訪問を行い、健康寿命の延伸、介護予防普及啓発を行うとともに、基

本チェックリスト・聞き取りシート等を通じて、基本チェックリスト該当者や潜在的な介

護予防ニーズの把握を行います。また、アセスメントによる地域の担い手の発掘や健康づ

くりへの促しを個別に実施します。 

■施策の計画値■ 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

訪問対象者数 380人 330人 390人 

訪問件数 265人 230人 272人 

 

（２）介護予防普及啓発事業 

■施策の方向性■ 

市民に身近な公民館等で体操教室や介護予防健康講座などを開催し、介護予防普及啓発

を行い、体操教室等を地域住民が主体となって開催できるよう支援します。 

また、介護予防に関する知識を市民に広く普及啓発するため、広報いずのくにへの掲載

やパンフレットの作成・配布を行います。加えて、地域包括支援センターと協働し講演会

や各種健康講座等を開催するなど積極的な介護予防の普及啓発を図るとともに、閉じこも

りがちな男性が介護予防に参加しやすい環境づくりを推進します。 

■施策の計画値■ 

【講演会、健康講座等の開催】 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

講演会、健康講座等開催数 86回 86回 86回 

延べ参加者数 1,000人 1,040人 1,080人 

 

【体操教室の開催】 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

体操教室開催数 1,830回 1,830回 1,830回 

延べ参加者数 19,000人 19,500人 20,000人 
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（３）地域介護予防活動支援事業 

■施策の方向性■ 

市内ではこれまで34地区において、地域の高齢者とボランティアが協働で自由な活動を

行う地区サロンが開催されてきました。住民主体の通いの場である地区サロンや居場所等

に介護予防の専門職（運動指導者、歯科衛生士、栄養士、音楽演奏者、保健師、理学療法

士等）を派遣し、介護予防の普及啓発を図るとともに通いの場の活動を支援します。 

また、体操教室、地区サロン等の担い手の確保とボランティアのスキルアップのために

体操ボランティアフォローアップ講座やサロンボランティア養成講座、運転ボランティア

養成講座等を実施し、介護予防ボランティアの育成に努めます。 

さらに、地域で高齢者が生きがいを持って活動できる居場所づくりや社会参加を支援し

ます。 

■施策の計画値■ 

【介護予防ボランティア養成講座の実施】 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

講座の開催数 8回 8回 8回 

延べ参加者数 150人 150人 150人 
 

【地区サロン等の活動支援】 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

講師等の派遣数 40回 40回 40回 

 

（４）地域リハビリテーション活動支援事業 

■施策の方向性■ 

地域においてリハビリが必要な高齢者へ必要なサービスが提供できるよう、理学療法

士・作業療法士等の専門職と地域包括支援センター等とのネットワークの構築や体制づく

りに努めるとともに、リハビリテーション専門職の視点を取り入れ介護予防事業の強化を

図ります。 

 

（５）一般介護予防事業評価事業 

■施策の方向性■ 

介護予防・日常生活支援総合事業のうち一般介護予防事業の実施状況の分析及び評価を

行うため、伊豆の国市介護予防事業評価委員会を設置し、一般介護予防事業について第三

者の評価によって、より効果的な介護予防事業が行われるように体制づくりを行います。 

■施策の計画値■ 

【介護予防事業評価委員会の開催】 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

開催数 2回 2回 2回 
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２．自立支援、介護予防・重度化防止施策の推進 

（１）地域リハビリテーション提供体制の充実 

■施策の方向性■ 

「予防期」、「急性期」、「回復期」、「生活期」の各段階を通じて、切れ目なくリハビリテ

ーションを提供する「地域リハビリテーション」の実現のため、地域においてリハビリが

必要な高齢者への支援が行えるように、事業所の状況（事業所数や定員数）と利用状況（受

給率）を評価しながら体制整備を進めます。 

■施策の計画値■ 

【訪問リハビリテーション】 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

事業所数 1箇所 1箇所 1箇所 

受給率 2.37％ 2.33％ 2.32％ 

 

【通所リハビリテーション】 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

事業所数 2箇所 2箇所 2箇所 

受給率 6.52％ 6.68％ 6.73％ 

 

①予防期（介護予防・疾病予防・重度化防止） 

■施策の方向性■ 

リハビリテーション専門職から身体機能に関する評価を受けることなどによって、介護

予防の必要性を自ら認識し、通いの場等への積極的な参加など、住民の自発的な健康づく

り・介護予防の活動を促進します。 

■施策の計画値■ 

【介護予防把握事業】 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

訪問対象者数 380人 330人 390人 

訪問件数 265人 230人 272人 

 

【介護予防普及啓発事業・体操教室の開催】 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

体操教室開催数 1,830回 1,830回 1,830回 

延べ参加者数 19,000人 19,500人 20,000人 
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【地域介護予防活動支援事業・地区サロン等の活動支援】 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

講師等の派遣数 40回 40回 40回 

 

 

②急性期・回復期 

■施策の方向性■ 

順天堂大学医学部附属静岡病院を中心とした市内医療機関と地域包括支援センター、介

護保険事業所とのこれまでの取り組みを継続し、入院時から退院後の生活を見据え、医療・

介護関係者が必要な連携ができる仕組みを構築します。 

■施策の計画値■ 

【在宅医療・介護連携推進会議の実施】 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

開催数 2回 2回 2回 

 

③生活期 

■施策の方向性■ 

訪問型・通所型サービスＣや体操教室等通いの場の利用を促し、心身機能の維持及び予

防期への移行を目指します。また、リハビリテーション専門職を交えた自立支援型地域ケ

ア会議を実施し、ケアマネジメントを担うケアマネジャーの資質の向上を図ります。 

■施策の計画値■ 

【訪問型サービスＣ】 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

実利用者数 6人 10人 14人 

延べ利用者数 60人 96人 132人 

 

【自立支援型地域ケア個別会議】 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

開催数 6回 6回 6回 
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（２）通いの場の充実 

■施策の方向性■ 

高齢者が集まり、介護予防・重度化防止に気軽に取り組める通いの場の整備及び充実を

図ります。 

■施策の計画値■ 

【通いの場の開催】 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

箇所 75箇所 75箇所 75箇所 

 

 

３．介護予防・生活支援サービス事業 

（１）訪問型サービス 

■施策の方向性■ 

介護予防と日常生活の自立支援を目的にその利用者に合ったサービスを提供します。 

訪問型サービスは、訪問介護相当サービスと、それ以外の多様なサービスによるものが

あります。多様なサービスについては、緩和した基準によるサービス（訪問型サービスＡ）

と住民主体によるサービス（訪問型サービスＢ）、保健医療の専門職が短期集中で行うサー

ビス（訪問型サービスＣ）があります。 

 

■介護保険事業者によるサービス■ 

名称 内容 

訪問介護相当サービス 
ヘルパーによる掃除、洗濯、調理、買物等の生活支援及び

入浴介助などの身体的介助等１回60分程度の支援。 

訪問型サービスＡ 
ヘルパー等（一定の研修受講者を含む）が掃除、洗濯、調

理、買物等の１回45分以内の生活支援。 

 

■住民主体によるサービス■ 

名称 内容 

訪問型サービスＢ 
住民等（一定の研修受講者）が買物、掃除、洗濯、調理補

助、ゴミ出し等の簡易な家事援助。 

 

■保健医療の専門職によるサービス■ 

名称 内容 

訪問型サービスＣ 

期間を設定し、短期集中的に専門職（管理栄養士、歯科衛

生士、作業療法士、理学療法士等）が訪問して、生活改善

のためのアドバイス等を行う支援。 
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■施策の計画値■ 

【訪問型サービスＡ】 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

実利用者数 30人 32人 34人 

延べ利用者数 1,750人 1,820人 1,850人 

 

【訪問型サービスＢ】 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

実利用者数 4人 5人 6人 

延べ利用者数 192人 240人 288人 

 

【訪問型サービスＣ】 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

実利用者数 6人 10人 14人 

延べ利用者数 60人 96人 132人 

 

（２）通所型サービス 

■施策の方向性■ 

介護予防と日常生活の自立支援を目的にその利用者に合ったサービスを提供します。 

通所型サービスは、通所介護相当サービスと、それ以外の多様なサービスによるものが

あります。多様なサービスについては、緩和した基準によるサービス（通所型サービスＡ）

と住民主体によるサービス（通所型サービスＢ）、保健医療の専門職が短期集中で行うサー

ビス（通所型サービスＣ）があります。 

 

■介護保険事業者によるサービス■ 

名称 内容 

通所介護相当サービス 
３時間以上９時間未満でサービスを提供（事業所により異

なる）。自宅から事業所の間の送迎を行う。 

通所型サービスＡ 

①１日コース４時間以上②半日コース３時間以上４時間

未満③短時間コース1.5時間以上３時間未満でサービスを

提供。自宅からデイサービス間の送迎を実施する事業所と

実施しない事業所がある。 
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■住民主体によるサービス（住民活動団体によるサービス）■ 

名称 内容 

通所型サービスＢ 
介護予防を目的とした住民等が主体の定期的な通いの場

（おおむね週１回）。送迎なし。 

 

■保健医療の専門職によるサービス■ 

名称 内容 

通所型サービスＣ 
栄養状態の改善や口腔機能向上、筋力アップを目的とした

３ヶ月間の短期集中的な通いの教室。 

 

■施策の計画値■ 

【通所型サービスＡ】 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

実利用者数 119人 121人 123人 

延べ利用者数 5,400人 5,450人 5,500人 

 

【通所型サービスＢ】 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

開催数 384回 384回 384回 

延べ参加者数 5,380人 5,380人 5,380人 

 

４．適切な介護予防ケアマネジメント 

■施策の方向性■ 

介護予防・日常生活支援総合事業の対象者等が要介護状態等になることを予防するため、

心身の状況等に応じて、介護予防・日常生活サービス事業または一般介護予防事業が包括

的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う介護予防ケアマネジメントを実施しま

す。また、地域づくり会議や自立支援型地域ケア個別会議等を通じて、自立支援・重度化

防止に向けたケアマネジメント力の向上を支援します。 
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第２章 地域での支え合い体制の充実 

第１節 包括的な支援体制づくりの推進 

１．地域包括支援センターの機能強化 

■施策の方向性■ 

地域包括支援センター運営協議会と連携して、公正・中立性の確保や円滑かつ適正な運

営を図るとともに、地域包括支援センターに必要な人員の確保を図ります。また、高齢者

を適切な介護や医療等につなぐための対応力を強化する研修会を開催するなど地域包括

支援センター職員の資質の向上に努めるとともに、地域包括支援センターが地域連携ネッ

トワークの核となって日常的な見守りが必要な高齢者等を地域が支える仕組みづくりを

推進します。 

■施策の計画値■ 

【地域包括支援センター運営協議会の開催】 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

開催数 3回 3回 3回 

 

 

 

■長岡地域包括支援センター■ 

長岡圏域は、伊豆長岡温泉を抱え、故郷から遠く身寄りのない高齢者も多く暮らしてい

ます。そのような高齢者は往々にして地域コミュニティとの関係が希薄で、認知症や要介

護状態となってから相談につながることも多く、地域で見守り地域で支えるネットワーク

の構築が急務となっています。 

また、順天堂大学医学部附属静岡病院をかかりつけ医療機関とする高齢者も多く、入退

院支援を始めとして医療機関との連携が重要です。 

 

■韮山地域包括支援センター■ 

韮山圏域は、伊豆箱根鉄道駿豆線の駅周辺を中心として新興住宅地が広がり、他の圏域

に比べて高齢化率は低くなっています。その一方、農業が盛んで、田園に混じってイチゴ

やトマト等のビニールハウスが広がり、家族や親族間での支え合いが色濃く残ります。こ

のような地域では、8050問題に象徴される障がいを持つ子とその高齢の親といった世帯も

増加しており、介護者支援も必要となっています。 

また、山間地は別荘地として開発され、退職を機に首都圏から移り住んだような第三者

の支援を必要としている高齢者が多く暮らしています。日常生活に必要な買物施設や医療

機関もなく交通に不便な地域で、地域包括支援センターに求められる課題は広範で大きく、

介護保険制度だけでの支援には限界があり、行政の他の政策との連携が必要です。 

日常生活圏域ごとの取り組みの方向性 
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■大仁地域包括支援センター■ 

大仁圏域は伊豆箱根鉄道駿豆線沿線の商工業を中心として発展した地域と山間部の農

村集落に大別されます。山間部では農作業に励む高齢者が多く、自助と共助が上手に合わ

さって介護予防につながっている一方で、コミュニティの緊密さから外部からの支援の受

入れに時間を要することもあり、地域との連携が必要です。 

また、大規模な商業地もありますが他の圏域と比較して社会資源に乏しく、長期入所が

可能な施設や介護サービス提供事業者が少ないことも課題となっています。社会資源を補

う地域のネットワークづくりやインフォーマルサービスが必要です。 

 

 

 

２．相談支援体制の充実 

■施策の方向性■ 

高齢者が住み慣れた地域で安心して自分らしい暮らしを継続するため、身近な地域で、

来所、訪問、電話等手段を問わず、介護保険制度、介護予防、権利擁護等、保健・福祉に

関わる総合的な相談支援ができるよう地域包括支援センターの相談支援体制の充実を図

ります。また、緊急時には24時間体制で相談支援を受けられる体制を構築するとともに、

市民や関係機関に対し相談窓口の周知や情報提供を行います。 

さらに、介護・医療の関係機関を始めとした多職種と連携を深め、困難事例への対応や

早期介入への体制を強化します。 

 

３．有料老人ホームとサービス付き高齢者住宅の充実 

■施策の方向性■ 

市内の住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅における介護サービス提

供状況などの情報の把握に努め、市民への情報提供等を進めるとともに、質の向上に向け

た取り組みを検討します。 
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４．地域ケア会議の推進 

■施策の方向性■ 

個別ケースの支援内容の検討を通じて地域の課題を把握し、多職種が連携して解決に向

けた地域づくりを推進することを目的として、地域ケア個別会議、地域ケア圏域会議及び

伊豆の国市地域ケア推進会議を開催します。個別課題解決機能、地域包括支援ネットワー

ク構築機能、地域課題発見機能、地域づくり・資源開発機能、政策形成機能の５つの機能

が連携し、有機的に構築されるよう努めます。 

また、多職種と連携して、自立支援・重度化防止等に資する観点から個別事例の検討を

行うため、自立支援型地域ケア個別会議を開催します。 

■施策の計画値■ 

【地域ケア個別会議】 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

開催数 72回 72回 72回 

 

【地域ケア圏域会議】 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

開催数 6回 6回 6回 

 

【伊豆の国市地域ケア推進会議】 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

開催数 1回 1回 1回 

 

【自立支援型地域ケア個別会議】 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

開催数 6回 6回 6回 

 

５．福祉教育・福祉人材の育成 

■施策の方向性■ 

ボランティア養成講座の開催や学校等における福祉教育の推進を通じてボランティア

人材の育成や福祉意識の醸成を図ります。また、地域のボランティア団体の活動を広報誌

やホームページ等を通じて情報発信することで、有償ボランティアを含めたボランティア

活動の普及啓発を図ります。 
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第２節 在宅医療・介護連携の推進 

１．在宅医療・介護連携の推進 

■施策の方向性■ 

医療と介護の両方を必要とする状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを

人生の最期まで続けることができるよう、静岡県在宅医療・介護連携情報システム「シズ

ケア＊かけはし」等ＩＣＴも活用し、市が中心となって田方医師会や田方歯科医師会、田

方薬剤師会、多職種と連携し在宅医療・介護連携の推進に取り組みます。 

また、医療と地域の多職種との連携強化を図るため、市では地域づくり会議を開催して

きました。順天堂大学医学部附属静岡病院等市内医療機関に所属する看護師の地域包括支

援センター等での受入実習の継続や地域づくり会議の場を活用した協働研修を行います。 

さらに、在宅医療・介護の連携について、住民の正しい理解が得られるよう、啓発活動

や各種講座を実施します。 

■施策の計画値■ 

【在宅医療・介護連携推進会議の実施】 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

開催数 2回 2回 2回 

 

 

第３節 在宅高齢者の生活支援の推進と充実 

１．生活支援体制整備の推進 

（１）生活支援コーディネーターの配置 

■施策の方向性■ 

多様なサービス提供主体により提供される、介護予防・生活支援サービスを把握し、地

域全体で総合的に支援・調整し、ネットワーク化や多様なサービスの創出などを行う生活

支援コーディネーターを配置します。市内全域を統括する第１層生活支援コーディネータ

ーと各日常生活圏域を担当する第２層生活支援コーディネーターを配置します。 
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（２）協議体の設置 

■施策の方向性■ 

生活支援コーディネーター、地域包括支援センター及び生活支援等サービスの多様な提

供主体等が情報を共有し、連携及び協働による体制整備を推進することを目的とする協議

体を設置します。第１層協議体は市内全域を統括し、第２層協議体はそれぞれの日常生活

圏域を担当します。 

■施策の計画値■ 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

第１層協議体開催数 4回 4回 4回 

第２層協議体開催数 9回 9回 9回 

 

（３）居場所づくりの推進 

■施策の方向性■ 

地域における多世代の交流や、ひきこもりや閉じこもりの予防を図るため、居場所や地

区サロン等の通いの場の活動を支援します。また、地域住民が主体となって居場所の立ち

上げや運営ができるよう支援します。 

■施策の計画値■ 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

居場所開設数 14箇所 16箇所 18箇所 

 

（４）ベンチプロジェクトの推進 

■施策の方向性■ 

本市では、建設業者が設置したベンチで地域の高齢者が会話を交わすことにヒントを得

て、ベンチから広がるコミュニティづくりを推進してきました。伊豆の国市建設業協会等

と連携して、ベンチを製作・提供くださる事業者とベンチを設置・活用したい団体をマッ

チングし、ベンチの輪は51箇所58基（令和２年12月末現在）に広がっています。 

高齢者の外出のきっかけや子どもたちの見守りにつながるベンチプロジェクトを推進

します。 

■施策の計画値■ 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

ベンチプロジェクトによる 

ベンチ設置箇所数 
54箇所 57箇所 60箇所 
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（５）安全安心見守りネットワーク事業の推進 

■施策の方向性■ 

地域包括支援センター、介護サービス事業所や民間企業等と連携し、見守りが必要な高

齢者、障がい者及び子ども等を見守る安全安心見守りネットワーク事業を推進します。 

また、福祉、消防、警察等、関係機関の協力も得ながら、地域住民や民生委員と連携し、

見守りが必要な高齢者等を住み慣れた地域で見守る体制の構築を推進します。 

■施策の計画値■ 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

安全安心見守りネットワーク 

協力事業所登録数 
18箇所 22箇所 26箇所 

 

２．在宅高齢者への生活支援の充実 

（１）食の自立支援事業 

■施策の方向性■ 

調理が困難で栄養管理の支援が必要な場合に栄養バランスのとれた食事を提供すると

ともに、定期的なアセスメントを実施し対象者の身体状況の把握や見直しを行って、自立

支援と生活の質の向上を図ります。同時に、食事を配達する際に、手渡しによる安否確認

を行います。地域包括ケアシステムの中で、他の在宅生活支援と協働して民間事業者の参

入も視野に入れ、多様なニーズに合わせた事業の展開を図ります。 

 

（２）家族介護用品支給事業 

■施策の方向性■ 

寝たきり等の高齢者を対象に、介護の経済的な負担を軽減するため、安価に介護用品を

購入できるよう、購入費の一部を助成します。また、購入できる場所の拡大を図り、より

利用しやすいようにします。 

 

（３）救急医療情報キット配布事業 

■施策の方向性■ 

高齢者・身体障がい者などが必要な医療情報を保管する救急医療情報キットを配布しま

す。 

 

（４）緊急通報システム利用事業 

■施策の方向性■ 

加齢による身体機能の低下・心身の障がい・疾病等の理由により、日常生活に不安のあ

る方を対象として、緊急時に連絡・安否確認のできる機器を設置します。 
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（５）高齢者のニーズに対応した住宅の提供 

■施策の方向性■ 

高齢者に介護が必要になった場合でも、住み慣れた地域で自分らしく生活し続けられる

よう、安心して住める住宅の確保に努めます。 

 

（６）おはようサービス事業 

■施策の方向性■ 

一人暮らしの方などを対象に、３日に１本の割合で月10本の乳酸飲料を配達しながら、

声掛けをすることにより安否確認を行います。 

 

（７）外出支援事業 

■施策の方向性■ 

高齢者の在宅生活の継続の中でも、買い物支援や通院支援など安心して外出できる環境

を整える必要があります。「タクシー・バス・鉄道の利用助成」を継続するとともに、公共

交通の利用推進やその他、高齢者の外出支援の確保に努めます。 

 

３．介護を行う家族への支援 

（１）介護に取り組む家族等の相談・支援体制の整備 

■施策の方向性■ 

地域包括支援センターを中心に、さまざまな関係機関と連携し、介護に取り組む家族等

が相談しやすい体制の整備や各種支援施策を推進します。 

 

（２）在宅高齢者短期保護事業 

■施策の方向性■ 

家族の病気や冠婚葬祭等の一時的・緊急的に介護や支援が必要と認められた方を対象に、

特別養護老人ホーム等で保護します。 

 

（３）介護者手当支給事業 

■施策の方向性■ 

在宅で要介護者を介護している方を対象に、その労をねぎらい、介護者及び要介護者の

福祉の推進を図ることを目的に介護手当を支給します。また、支給の条件を見直し、介護

の実態に即した内容で手当を支給します。 
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第４節 安全・安心な環境整備 

１．災害時支援体制の整備 

■施策の方向性■ 

避難行動要支援者名簿の情報更新を行うとともに、緊急時に活用できるような体制を整

備し、避難所における要配慮者の受け入れ体制の充実を図ります。また、地域や関係機関

と連携しながら伊豆の国市地域防災計画に沿った避難者の対応を行います。 

 

２．住宅の耐震改修・家具等の転倒防止の促進 

■施策の方向性■ 

高齢者世帯の建築物の耐震診断や耐震改修、家具固定サービス等について、広報誌やホ

ームページ等を活用し、周知・啓発を行います。 

 

３．消費者問題対策の推進 

■施策の方向性■ 

広報誌やホームページなどのさまざまな機会を活用し、消費者教育の充実を図るととも

に、介護支援専門員や民生委員などに対して積極的な情報提供や研修会を行うなど、消費

者問題の被害防止に努めます。 

 

４．交通安全教育の実施 

■施策の方向性■ 

高齢者の交通事故防止を図るため、関係機関と連携し交通安全教育や交通指導を実施し

ます。また、講習会場や開催時間、時期の再検討をニーズを踏まえて行うことで、参加し

やすい環境を整えます。 
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第３章 いきいきと自立した生活の実現 

第１節 就労支援 

１．高齢者雇用の理解啓発 

■施策の方向性■ 

高齢者の経験や能力を生かした就業ニーズと事業所が求める人材との格差を是正でき

るよう、事業所に対して雇用の促進を働きかけます。 

 

２．就労に向けた相談・情報提供、講座の実施 

■施策の方向性■ 

関係機関と連携して、高齢者に対し就業に関する情報の提供や相談を行うとともに、仕

事に必要な知識についての学習機会の確保を図ります。また、事業所等の雇用側が必要と

する人材の調査を行い、ニーズに合わせた学習機会の提供を行います。さらに、就労的活

動支援コーディネーターによる高齢者個人の特性や希望に合った就労支援を検討します。 

 

３．シルバー人材センターの活用 

■施策の方向性■ 

高齢者に対して、地域に密着した仕事を提供し、高齢者の生きがいの充実や社会参加の

促進を図るシルバー人材センターと連携するとともに、シルバー人材センターの活動を支

援します。 

 

第２節 生涯学習レクレーション活動の充実 

１．講座・サークル活動の充実 

■施策の方向性■ 

高齢者のニーズを踏まえた講座・サークル活動を充実させます。また、開催場所や参加

方法などを検討し、１人暮らし高齢者も参加しやすい運営を図ります。さらに、健康づく

りや世代間交流が可能となる講座・サークルを充実させます。 

 

２．人材バンクの活用 

■施策の方向性■ 

高齢者の持つ知識や技術を生かし、定年退職後の生きがい、社会貢献や社会参加機会の

一つとして、さまざまな講座や教室の指導者、小中学校の授業における講師としての活動

を促進します。また、学校と地域との連携を図り、学校と地域人材をつなぐコミュニティ

ースクールを推進し、地域コーディネーターを育成します。 
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第４章 認知症対策・権利擁護の推進 

第１節 認知症に対する理解の促進 

１．認知症ケアパスの活用 

■施策の方向性■ 

認知症の人やその家族が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、認知症の進行

状況に合わせて、いつ、どこでどのような医療・介護・福祉サービスを受けたらよいか、

わかりやすく解説をした認知症ケアパスを、金融機関、公共交通機関、公的機関、市内商

店、医療機関等市民が手に取りやすい施設に設置し、サービスを活用しやすくなるよう普

及します。認知症地域支援推進員が中心となって、認知症の人やその家族の意見を取り入

れながら、地域住民の活動を盛り込んだ認知症ケアパスの改定を行います。 

 

２．認知症に対する正しい知識の普及・啓発 

■施策の方向性■ 

認知症に対する正しい理解が得られるよう、認知症サポーター養成講座等の認知症に対

する正しい理解を得られる場を充実させます。また、認知症カフェの運営を支援するとと

もに、認知症ケアパスや市のホームページ、広報誌、ラジオなどの媒体を用いた認知症に

関する情報発信を実施します。 

 

３．認知症サポーター養成講座の開催強化 

■施策の方向性■ 

金融機関、公共交通機関、市内商店等の従業員、地域住民、小学生・中学生などに対し

認知症サポーター養成講座を実施します。また、地域包括支援センターや認知症地域支援

推進員、認知症キャラバンメイトを通じ認知症サポーター養成講座について周知を行いま

す。 

■施策の計画値■ 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

認知症サポーター養成講座 

開催数 
25回 25回 25回 

延べ参加人数 1,000人 1,000人 1,000人 
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４．認知症サポーター・認知症キャラバンメイトの活用 

■施策の方向性■ 

地域包括支援センター、認知症地域支援推進員等と連携し、認知症サポーターや認知症

キャラバンメイトが認知症カフェの運営や認知症の人を支援する活動等へ主体的・積極的

に参加できるよう支援します。 

 

第２節 認知症の早期発見・対応の推進 

１．認知症相談支援体制の強化 

■施策の方向性■ 

地域の高齢者等の保健医療・介護等に関する総合相談窓口である地域包括支援センター

及び認知症疾患医療センターを周知するとともに、認知症に関する相談も実施する認知症

カフェ等の認知症に関する相談支援体制を地域ごとに整備します。また、本人の状態に応

じた適切な支援ができるよう、地域の見守り活動実践者と医療機関、サービス提供事業所

等が連携した切れ目のない支援体制の構築を認知症地域支援推進員とともに推進します。 

 

２．早期診断・早期対応に向けた支援体制の構築 

■施策の方向性■ 

認知症を早期に発見し、相談や受診ができるように認知症ケアパスやもの忘れ気づきシ

ート、認知症カフェ等を活用するとともに、周知を図ります。また、認知症初期集中支援

チームを中心に、地域包括支援センター、認知症地域支援推進員、かかりつけ医、認知症

サポート医、認知症疾患医療センターと連携し、情報提供や支援を実施します。 

■施策の計画値■ 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

初期集中支援員訪問実人数 4人 4人 4人 

初期集中支援チーム会議開催数 12回 12回 12回 

 

３．若年性認知症対策の推進 

■施策の方向性■ 

地域包括支援センターや、認知症地域支援推進員、医療機関、認知症疾患医療センター

などと連携し、早期発見・早期治療につなげるとともに、発症早期から、その症状・社会

的立場や生活環境等の特徴を踏まえ、認知機能が低下してもできることを可能な限り続け

ながら生活できるよう支援を充実します。また、若年性認知症の理解を深められるよう、

認知症サポーター養成講座に若年性認知症についての内容を盛り込むとともに、企業や市

民への周知を図ります。 
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４．認知症高齢者や介護家族等への支援の充実 

■施策の方向性■ 

認知症カフェや介護の会等を活用し、認知症高齢者の介護者や家族が必要な情報が得ら

れ、気軽に交流ができる場を充実させます。また、地域で暮らす認知症の人や家族の困り

ごとの支援ニーズと認知症サポーター等を結びつけるための仕組み「チームオレンジ」の

構築に努めます。 

 

５．医療連携の強化 

■施策の方向性■ 

認知症に関する相談・診断等の対応を効果的・効率的に提供するために、県指定医療機

関の認知症疾患医療センター（ＮＴＴ東日本伊豆病院等）、周辺市町及び田方医師会と連携

して、認知症施策を推進します。 

 

６．認知症ネットワークづくり 

■施策の方向性■ 

地域包括支援センター、精神保健相談の専門医、県指定医療機関の認知症疾患医療セン

ター（ＮＴＴ東日本伊豆病院等）等と連携し、どこに相談しても適切な機関につなぐこと

ができる認知症ネットワークづくりを推進します。また、シズケア＊かけはし等も活用し、

医療機関との情報共有によるネットワーク構築を進めていきます。 

 

７．認知症家族会への支援 

■施策の方向性■ 

全国的な組織である公益社団法人「認知症の人と家族の会」について認知症カフェや認

知症サポーター養成講座等のさまざまな機会を通じて情報発信し、認知症の人を介護して

いる家族が参加しやすい環境を整備します。 

 

８．はいかい高齢者等の見守り体制整備 

■施策の方向性■ 

認知症の人が行方不明になった際に、早期発見・保護ができるよう、はいかいの恐れの

ある方の事前登録制度や早期発見に向けたメール配信登録等のＩＣＴを活用した捜索シ

ステムの周知や捜索ネットワークの構築を図ります。 
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第３節 成年後見制度の利用促進 

１．成年後見制度の普及啓発 

■施策の方向性■ 

認知症等により判断能力が不十分な高齢者が自分らしく安心して暮らせるよう成年後

見制度の普及・啓発に取り組みます。 

具体的には、講演会やリーフレットの配布などを通して市民にとって身近な制度である

ことを周知するとともに、判断能力が不十分な市民を支える立場にある行政や事業所の職

員に対して、研修会を開催するなど制度や利用対象者への理解を深める取り組みを推進し

ます。 

 

２．成年後見制度の相談環境の整備 

■施策の方向性■ 

認知症等により判断能力が不十分な高齢者やその家族が気軽に相談できるよう、地域包

括支援センターや介護保険サービス事業所等の職員の資質向上を図り、成年後見制度に対

する対応力を強化します。 

また、成年後見制度の利用に困難を抱えるケースを支援するなど成年後見制度の利用を

促進するため、市民や地域包括支援センターの職員を始めとした専門職の相談を受け付け

る成年後見支援センターを新たに設置します。 

 

３．法人後見・市民後見人の育成 

■施策の方向性■ 

成年後見制度の利用者の増加に伴い、主な担い手となっている弁護士や司法書士といっ

た専門職の負担増加や人材不足が見込まれるため、社会福祉法人等後見活動を行う法人の

立上支援や資格は持たないものの専門的な研修を修了し後見活動を行う市民後見人の育

成を行い、新たな担い手の確保に取り組みます。 
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４．成年後見制度利用支援事業の実施 

■施策の方向性■ 

後見等の開始の審判請求等に係る費用や成年後見人等の報酬等、成年後見制度の利用に

必要となる費用について、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な人を支援する

ため成年後見制度利用支援事業を実施します。 

また、親族の協力が得られないなど成年後見制度の利用に結びつかない利用対象者を支

援するため、成年後見支援センターや地域包括支援センター等と連携し首長による後見等

の開始の審判請求を積極的に活用します。 

■施策の計画値■ 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

老人福祉法第32条による 

後見開始等申立件数 
5件 5件 5件 

地域支援事業による 

報酬等助成件数 
5件 5件 5件 

 

５．成年後見制度利用促進体制の整備 

■施策の方向性■ 

静岡県弁護士会や公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート静岡支部、一般社

団法人静岡県社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ静岡等専門職団体と連携し、成年

後見制度の利用促進に向けた体制整備を図ります。 

■施策の計画値■ 

区分 
令和３年 

（2021） 

令和４年 

（2022） 

令和５年 

（2023） 

市内65歳以上の後見等開始の 

審判件数 
12件 13件 14件 

※静岡家庭裁判所提供 
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第４節 高齢者虐待防止の推進 

１．高齢者虐待防止に関する知識の普及・啓発 

■施策の方向性■ 

研修の実施やチラシの配布・ポスター掲示などを通じ、虐待事案が発生した場合は、市

や地域包括支援センターへ通報する義務があることを介護保険事業者や関係団体、関係機

関、地域住民等に周知するとともに、地域住民一人ひとりが高齢者虐待防止について理解

を深められるよう知識の普及・啓発を実施します。また、虐待に関する相談・対応窓口に

ついての周知も行います。さらに、伊豆の国市高齢者及び障がい者虐待防止ネットワーク

運営委員会を通じて虐待防止への取り組みを推進します。 

■施策の計画値■ 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

高齢者及び障がい者虐待防止 

ネットワーク運営委員会の 

開催数 

2回 2回 2回 

 

２．高齢者虐待防止ネットワークの活用 

■施策の方向性■ 

市と地域包括支援センター、さらには民生委員や自治会などの地域組織、保健・医療・

福祉機関等との連携を強化するともに、高齢者虐待防止ネットワーク等を活用し、虐待の

恐れのある高齢者の早期発見や養護者・家族に対する多面的な支援に努めます。 

 

３．高齢者虐待防止に向けた技術的・専門的支援 

■施策の方向性■ 

介護保険事業者や相談窓口担当者に対して、高齢者虐待防止や介護者のケアに関する研

修の実施、情報提供等の技術的・専門的な支援を行います。また、虐待予防・早期対応・

アフターケアなどの体制が充実するように、介護保険サービス事業者や民生委員、警察な

どの関係機関、さらには医療機関や司法関係機関との連携を進めます。 

 

４．虐待事案発生時の迅速かつ適切な対応 

■施策の方向性■ 

虐待事案の通報を受けた際には、被虐待者の生命や財産を守るため、伊豆の国市高齢者

虐待対応マニュアルに基づき、関係機関や市関係部署と連携し、迅速かつ適切な対応に努

めます。 
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第５章 介護保険事業の適切な運営 

第１節 介護保険サービスの充実 

１．居宅介護サービスの充実 

（１）訪問介護 

■施策の方向性■ 

利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員（ホ

ームヘルパー）が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護（身体介護）や、

掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援（生活援助）をします。 

■施策の計画値■ 

区分 

介護給付 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

年間延人数 3,756 3,816 3,876 

 

（２）訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

■施策の方向性■ 

利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の身体の

清潔の保持、心身機能の維持回復を図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指して実

施されます。看護職員と介護職員が利用者の自宅を訪問し、持参した浴槽によって入浴の

介護を行います。 

■施策の計画値■ 

区分 

介護給付 予防給付 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

年間延人数 312 348 372 0 0 0 
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（３）訪問看護・介護予防訪問看護 

■施策の方向性■ 

利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者の心身機

能の維持回復などを目的として、看護師などが疾患のある利用者の自宅を訪問し、主治医

の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行います。 

■施策の計画値■ 

区分 

介護給付 予防給付 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

年間延人数 1,476 1,536 1,596 780 804 828 

 

（４）訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 

■施策の方向性■ 

利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、理学療法士、作

業療法士、言語聴覚士などが利用者の自宅を訪問し、心身機能の維持回復や日常生活の自

立に向けたリハビリテーションを行います。 

■施策の計画値■ 

区分 

介護給付 予防給付 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

年間延人数 432 456 456 408 420 432 

 

（５）居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

■施策の方向性■ 

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士等が定期的に家庭を訪問し、療養上

の管理や指導を行います。 

■施策の計画値■ 

区分 

介護給付 予防給付 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

年間延人数 2,220 2,244 2,304 336 336 360 
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（６）通所介護 

■施策の方向性■ 

利用者が通所介護の施設（利用定員19人以上のデイサービスセンターなど）に通い、施

設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機

能向上サービスなどを日帰りで提供します。生活機能向上グループ活動などの高齢者同士

の交流もあり、施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。 

■施策の計画値■ 

区分 

介護給付 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

年間延人数 6,396 6,852 6,996 

 

（７）通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 

■施策の方向性■ 

利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、利用者が通所リ

ハビリテーションの施設（老人保健施設、病院、診療所など）に通い、食事や入浴などの

日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰

りで提供します。 

■施策の計画値■ 

区分 

介護給付 予防給付 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

年間延人数 1,500 1,584 1,596 492 504 504 

 

（８）短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 

■施策の方向性■ 

利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりき

りの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減など

を目的として実施します。 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）などで、常に介護が必要な方の短期間の入所

を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などを行います。 

■施策の計画値■ 

区分 

介護給付 予防給付 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

年間延人数 2,532 2,652 2,712 132 144 144 



75 

（９）短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護（介護老人保健施設） 

■施策の方向性■ 

利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、療養生活の質の

向上及び家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。 

介護老人保健施設等で、日常生活上の世話や、医療、看護、機能訓練などを行います。 

■施策の計画値■ 

区分 

介護給付 予防給付 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

年間延人数 96 108 108 0 0 0 

 

（10）短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護（病院等） 

■施策の方向性■ 

短期入所療養介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができる

よう、療養生活の質の向上及び家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。 

医療機関などで、日常生活上の世話や、医療、看護、機能訓練などを行います。 

■施策の計画値■ 

区分 

介護給付 予防給付 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

年間延人数 0 0 0 0 0 0 

 

（11）短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護（介護医療院） 

■施策の方向性■ 

短期入所療養介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができる

よう、療養生活の質の向上及び家族の介護の負担軽減などを目的として実施します。 

介護医療院等で、日常生活上の世話や、医療、看護、機能訓練などを行います。 

■施策の計画値■ 

区分 

介護給付 予防給付 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

年間延人数 0 0 0 0 0 0 
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（12）福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

■施策の方向性■ 

福祉用具貸与は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、

指定を受けた事業者が、利用者の心身の状況、希望及びその生活環境等をふまえ、適切な

福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸与します。福祉用

具を利用することで日常生活上の便宜を図り、家族の介護の負担軽減などを目的として実

施します。 

■施策の計画値■ 

区分 

介護給付 予防給付 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

年間延人数 7,836 7,944 8,040 3,696 3,648 3,624 

 

（13）特定福祉用具購入・特定介護予防福祉用具購入 

■施策の方向性■ 

利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、福祉用具販売の

指定を受けた事業者が、入浴や排泄に用いる、貸与になじまない福祉用具を購入した際に、

自己負担分を除く額が償還払い又は受領委任払いによって支給されます。 

■施策の計画値■ 

区分 

介護給付 予防給付 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

年間延人数 132 132 132 48 48 48 

 

（14）住宅改修・介護予防住宅改修 

■施策の方向性■ 

日常生活の自立を助けるため、手すりの取り付けや引き戸等への扉の取り替え、段差解

消等住宅改修に対して、原則20万円を上限として、自己負担分を除く額を償還払いまたは

受領委任払いによって支給されるものです。 

■施策の計画値■ 

区分 

介護給付 予防給付 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

年間延人数 96 96 96 72 72 72 
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（15）特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 

■施策の方向性■ 

特定施設入居者生活介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができる

よう、指定を受けた有料老人ホームや軽費老人ホームなどが、食事や入浴などの日常生活

上の支援や、機能訓練などを提供します。 

■施策の計画値■ 

区分 

介護給付 予防給付 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

月平均人数 80 83 99 27 29 35 

 

（16）居宅介護支援・介護予防支援（ケアプランの作成） 

■施策の方向性■ 

居宅介護支援は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、

ケアマネジャーが、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用

するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、

事業者や関係機関との連絡・調整を行います。 

居宅介護支援は、特定のサービスや事業者に偏ることがないよう、公正中立に行うこと

とされています。 

■施策の計画値■ 

区分 

介護給付 予防給付 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

年間延人数 12,132 12,804 13,188 4,368 4,476 4,476 
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２．施設サービスの充実 

（１）介護老人福祉施設 

■施策の方向性■ 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）は、入所者が可能な限り在宅復帰できること

を念頭に、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、

機能訓練、療養上の世話などを提供します。 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）は、入所者の意思や人格を尊重し、常に入所

者の立場に立ってサービスを提供することとされています。 

■施策の計画値■ 

区分 

介護給付 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

月平均人数 237 237 237 

 

（２）介護老人保健施設 

■施策の方向性■ 

介護老人保健施設は、在宅復帰を目指している方の入所を受け入れ、入所者が可能な限

り自立した日常生活を送ることができるよう、リハビリテーションや必要な医療、介護な

どを提供します。 

■施策の計画値■ 

区分 

介護給付 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

月平均人数 138 138 138 
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（３）介護医療院 

■施策の方向性■ 

介護医療院は、長期にわたって療養が必要である方の入所を受け入れ、利用者が可能な

限り自立した日常生活を送ることができるよう、療養上の管理、看護、介護、機能訓練、

その他必要な医療と日常生活に必要なサービスなどを提供します。 

介護医療院は、入所者の意思や人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサービスを提

供することとされています。 

■施策の計画値■ 

区分 

介護給付 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

月平均人数 5 5 13 

 

（４）介護療養型医療施設 

■施策の方向性■ 

介護療養型医療施設が、長期にわたって療養が必要な方の入所を受け入れ、入所者が可

能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、機能訓練や必要な医療、介護

などを提供します。 

介護療養型医療施設は、入所者の意思や人格を尊重し、常に入所者の立場に立ってサー

ビスを提供することとされています。 

■施策の計画値■ 

区分 

介護給付 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

月平均人数 8 8 0 

 

（５）養護老人ホーム 

■施策の方向性■ 

老人福祉法に基づき、心身、環境、経済上の理由により、家庭で養護を受けることが困

難な高齢者に対し、介護保険の利用状況を踏まえながら判定会で審査を実施し、養護老人

ホームで養護します。また、施設内のスペースを有効利用し、地域福祉の向上を図ります。 

■施策の計画値■ 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

利用実人数 20人 20人 21人 
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３．地域密着型サービスの充実 

（１）定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

■施策の方向性■ 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を

送ることができるよう、定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応

じて、24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供します。また、サービ

スの提供にあたっては、訪問介護員だけでなく看護師なども連携しているため、介護と看

護の一体的なサービス提供を受けることもできます。 

■施策の計画値■ 

区分 

介護給付 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

年間延人数 12 12 12 

 

（２）夜間対応型訪問介護 

■施策の方向性■ 

夜間対応型訪問介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を、24時間安心し

て送ることができるよう、夜間帯に訪問介護員（ホームヘルパー）が利用者の自宅を訪問

します。「定期巡回」と「随時対応」の２種類のサービスがあります。 

■施策の計画値■ 

区分 

介護給付 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

年間延人数 0 0 0 
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（３）地域密着型通所介護 

■施策の方向性■ 

地域密着型通所介護は、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができ

るよう、自宅にこもりきりの利用者の孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担

軽減などを目的として実施します。 

利用者が地域密着型通所介護の施設（利用定員19人未満のデイサービスセンターなど）

に通い、施設では、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓

練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。施設は利用者の自宅から施設まで

の送迎も行います。 

■施策の計画値■ 

区分 

介護給付 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

月平均人数 103 108 109 

 

（４）認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 

■施策の方向性■ 

認知症対応型通所介護は認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサービ

スで、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、認知症の利

用者が通所介護の施設（デイサービスセンターやグループホームなど）に通い、施設では、

食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サ

ービスなどを日帰りで提供することにより、自宅にこもりきりの利用者の社会的孤立感の

解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族の介護の負担軽減などを目的として実施しま

す。 

施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。 

■施策の計画値■ 

区分 

介護給付 予防給付 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

年間延人数 228 252 252 0 0 0 
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（５）小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 

■施策の方向性■ 

小規模多機能型居宅介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができる

よう、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や利用

者の自宅への「訪問」を組合せ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支

援や機能訓練を行います。 

■施策の計画値■ 

区分 

介護給付 予防給付 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

年間延人数 168 168 168 36 36 36 

 

（６）認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 

■施策の方向性■ 

認知症対応型共同生活介護は、認知症の利用者を対象にした専門的なケアを提供するサ

ービスです。利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、認知症の利

用者が、グループホームに入所し、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、食事や入

浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスを受けます。 

グループホームでは、１つの共同生活住居に５～９人の少人数の利用者が、介護スタッ

フとともに共同生活を送ります。 

■施策の計画値■ 

区分 

介護給付 予防給付 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

令和 

３年度 

（2021） 

令和 

４年度 

（2022） 

令和 

５年度 

（2023） 

月平均人数 75 76 76 0 0 0 

必要利用定員総数 81 81 81 - - - 
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（７）地域密着型特定施設入居者生活介護 

■施策の方向性■ 

地域密着型特定施設入居者生活介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活を送るこ

とができるよう、指定を受けた入居定員30人未満の有料老人ホームや軽費老人ホームなど

が、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを提供します。 

■施策の計画値■ 

区分 

介護給付 

令和 
３年度 
（2021） 

令和 
４年度 
（2022） 

令和 
５年度 
（2023） 

月平均人数 0 0 0 

必要利用定員総数 0 0 0 

 

（８）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

■施策の方向性■ 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は、利用者が可能な限り自立した日常生活

を送ることができるよう、入所定員30人未満の介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

が、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能

訓練、療養上の世話などを提供します。また、明るく家庭的な雰囲気があり、地域や家族

との結びつきを重視した運営を行うこととされています。 

■施策の計画値■ 

区分 

介護給付 

令和 
３年度 
（2021） 

令和 
４年度 
（2022） 

令和 
５年度 
（2023） 

月平均人数 29 29 29 

必要利用定員総数 29 29 29 

 

（９）看護小規模多機能型居宅介護 

■施策の方向性■ 

看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）は、利用者が可能な限り自立した日常

生活を送ることができるよう、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、

短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問（介護）」に加えて、看護師などによる「訪問

（看護）」も組み合わせることで、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、介護と看護の

一体的なサービスの提供を受けることができます。 

■施策の計画値■ 

区分 

介護給付 

令和 
３年度 
（2021） 

令和 
４年度 
（2022） 

令和 
５年度 
（2023） 

年間延人数 108 108 108 
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第２節 介護給付適正化 

１．介護給付適正化の目的 

介護給付の適正化は、介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、受給者が真に必要とす

る過不足のないサービスを、事業者が適切に提供するよう促すことや、適切なサービスの確保

とその結果として費用の効率化を通じて介護保険制度への信頼を高め、持続可能な介護保険制

度の構築を目的にしています。 

 

２．第４期介護給付適正化計画の検証 

（１）要介護認定の適正化 

①認定調査の結果についての保険者による点検等 

■現状と課題■ 

職員によるチェック・点検を全件実施しました。これにより、調査員間の差異が補正さ

れ、調査結果の平準化につながりました。 

点検の結果により適宜補正を行い、適正な調査結果を介護認定審査会に提出できていま

すが、点検結果の分析まで至っていないことが課題です。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

調査結果の点検 
計画値 全件点検 全件点検 全件点検 

実績値 1,748件 1,915件 1,710件 

点検結果の分析 

及び認定調査員への伝達 

計画値 随時 随時 随時 

実績値 未実施 未実施 未実施 

 

②要介護認定の適正化に向けた取り組み 

■現状と課題■ 

厚生労働省の「業務分析データ」を活用し、比較分析を行っていますが、介護認定審査

会への情報提供には至っていません。また、主治医意見書入手まで時間がかかり、認定結

果までの期間が長期化しています。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

県主催の研修への参加 
計画値 毎回１名以上 毎回１名以上 毎回１名以上 

実績値 １名出席 １名出席 １名出席 

全国の保険者との格差分析

を行い、分析結果を認定調

査員及び審査会委員に伝達 

計画値 年２回 年２回 年２回 

実績値 １回 １回 １回 

 



85 

（２）ケアプランの点検 

■現状と課題■ 

令和元年度に専門職を非常勤職員として雇用し、点検事業を実施しました。 

点検は、行政・主任介護支援専門員と協働で点検を行いました。点検を行ったケアプラ

ンが改善されたことに加え、介護支援専門員の資質向上にもつながっています。 

点検を行ったケアプランは改善が見られ、介護支援専門員の資質向上に繋がってはいま

すが、新たに作成されるケアプランの適正化に繋がっているかの検証ができていないこと

が課題です。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

ケアプラン点検の実施 

（主任協働・対面での 

助言・支援） 

計画値 月５件 月５件 月５件 

実績値 月3.5件 月3.42件 月2.6件 

ケアプラン報告会の開催 
計画値 年２回 年２回 年２回 

実績値 年２回 年１回 年１回 

 

（３）住宅改修等の点検 

①住宅改修の点検 

■現状と課題■ 

書面により改修内容を全件点検しました。更に、申請内容に疑義等がある改修案件を選

定し、施工前又は施工後の現地調査を行いました。 

住宅に関する知識をもった者等の専門的な視点に欠け、専門家との連携が課題です。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

書面点検 
計画値 全件 全件 全件 

実績値 142件 128件 159件 

現地調査 
計画値 年15件 年15件 年15件 

実績値 15件 26件 １件 
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②福祉用具購入・貸与の点検 

■現状と課題■ 

購入に係る点検は全件を実施しました。更に、申請内容に疑義がある案件について現地

調査を行いました。 

貸与のうち軽度者の例外給付に関する届出についての点検は全件を実施しました。 

通常の貸与については、件数も多いため未実施ですが、抽出方法や点検の内容などにつ

いて具体的に決めていくことが今後の課題です。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

書面点検 
計画値 全件 全件 全件 

実績値 178件 149件 179件 

事業所等への問合せ 

又は現地調査 

計画値 年３件 年６件 年12件 

実績値 未実施 １件 １件 

 

（４）縦覧点検・医療情報との突合 

①縦覧点検 

■現状と課題■ 

国保連合会への業務委託により４帳票の点検を実施しました。個別点検は未実施のため、

過誤申立てにつながった件数はありませんでした。 

国保連合会に委託して毎年実施していますが、職員の人員不足・専門知識の不足から個

別点検は取り組めていないことが課題です。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

静岡県国民健康保険団体 

連合会へ委託の実施 

計画値 委託の実施 委託の実施 委託の実施 

実績値 委託の実施 委託の実施 委託の実施 

 

②医療情報との突合 

■現状と課題■ 

国保連合会への業務委託による点検を毎月実施しました。個別点検は未実施のため、過

誤申立てにつながった件数はありませんでした。 

国保連合会に委託して毎年実施していますが、職員の人員不足・専門知識の不足から個

別点検は取り組めていないことが課題です。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

静岡県国民健康保険団体 

連合会へ委託の実施 

計画値 委託の実施 委託の実施 委託の実施 

実績値 委託の実施 委託の実施 委託の実施 
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（５）介護給付費通知 

■現状と課題■ 

平成30年度から10月分サービス利用のあった被保険者を対象として、利用者自身による

サービス利用状況の確認及び事業者からの不適正な請求の防止の啓発を図るため、サービ

ス費用の内訳等を利用者に年１回通知しました。 

通知の目的や自らの給付費への影響等について、理解を深めてもらうための周知の方法

が課題です。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

全受給者を対象とした 

通知を実施 

計画値 年１回 年１回 年１回 

実績値 年１回 年１回 年１回 

 

（６）給付実績の活用 

■現状と課題■ 

３年間国保連合会の「介護給付適正化システム」から出力される帳票の確認のみにとど

まり、点検は未実施でした。 

縦覧点検・医療情報との突合と合わせ活用できていません。 

「介護給付適正化システム」の帳票を活用して、介護支援専門員やサービス事業所への

問合せを実施するには、専門知識が必要であることから、取り組める体制を確保していく

ことが課題です。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

「介護給付適正化システム」

から出力される帳票の点検 

計画値 １帳票の点検 １帳票の点検 ２帳票の点検 

実績値 未実施 未実施 未実施 

 

（７）要介護認定の申請から結果通知までの期間の短縮 

■現状と課題■ 

要介護認定申請数の増加や申請受理後、主治医意見書の入手に時間を要することが課題

となっています。 

 

区分 
平成30年度 

（2018） 

令和元年度 

（2019） 

令和２年度 

（2020） 

要介護認定の申請から 

結果通知までの 

平均処理時間の短縮 

計画値 35.5日 35.0日 34.0日 

実績値 38.9日 35.3日 30.8日 
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３．介護給付適正化の推進 

（１）認定調査の適正化 

①認定調査の結果についての保険者による点検等 

■施策の方向性■ 

引き続き、委託・直営ともに職員による点検を実施し、点検結果の修正が多い事項等に

ついて分析、分析結果を認定調査員に伝達します。また、県主催の研修への参加や、市主

催の事例検討会等を行うことで認定調査を平準化し、格差是正に取り組みます。 

■施策の計画値■ 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

認定結果の点検 全件点検 全件点検 全件点検 

点検結果の分析及び認定審査 随時 随時 随時 

 

②介護認定の適正化に向けた取り組み 

■施策の方向性■ 

県主催の認定調査員研修、審査会委員研修及び認定審査会事務局適正化研修を受講しま

す。また、半年ごとに提供される「業務分析データ」を基に、全国の保険者との格差分析

を行い、格差の大きな調査項目及び認定に要する時間について、分析結果を認定調査員及

び審査会委員に伝達します。 

■施策の計画値■ 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

県主催の研修への参加 毎回１名以上 毎回１名以上 毎回１名以上 

全国の保険者との格差分析を 

行い、分析結果を認定調査員 

及び審査会委員に伝達 

年２回 年２回 年２回 
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（２）ケアプランの点検 

■施策の方向性■ 

対象となる居宅介護支援事業所を選定し、ケアプランの提出を求めます。提出を受けた

ケアプランについて、事前に課題等を把握した上で介護支援専門員への助言、支援を行い

ます。また、より効果的な助言、支援を行えるよう市内の主任介護支援専門員に点検の協

力を要請します。 

点検を実施する中で頻繁に見られる課題等については、ケアプラン報告会等で伝達し、

市内の介護支援専門員の資質向上を図ります。 

■施策の計画値■ 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

ケアプラン点検の実施 

(対面での助言・支援) 
月５件 月５件 月５件 

ケアプラン報告会の開催 年１回 年１回 年１回 

 

（３）住宅改修の点検 

■施策の方向性■ 

書面による点検を全件実施します。うち、改修の必要性が判断しづらい事案、高額な事

案、複雑で写真では内容がわかりにくい事案等について、施工前または施工後の現地確認

を実施します。 

■施策の計画値■ 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

書面点検 全件点検 全件点検 全件点検 

現地調査 年15件 年15件 年15件 

 

（４）福祉用具貸与・購入の点検 

■施策の方向性■ 

書面による点検を全件実施します。うち、受給者の状況と利用する用具の関連性に疑義

のある事案、国が公表する平均価格と乖離した金額の事案、再購入された事案等について、

事業所や介護支援専門員への利用状況等の問合せ、または現地調査を実施します。 

■施策の計画値■ 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

書面点検 全件点検 全件点検 全件点検 

事業所等への問合せ 

または現地調査 
年10回 年10回 年10回 



90 

（５）医療情報の突合、縦覧点検 

■施策の方向性■ 

国保連合会への委託により４帳票の点検を実施します。 

■施策の計画値■ 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

静岡県国民健康保険団体 

連合会への委託 
実施の委託 実施の委託 実施の委託 

 

（６）介護給付費、制度の周知 

■施策の方向性■ 

全ての受給者に対して、介護給付費通知を送付します。また、窓口での制度資料の配付

や、パンフレット送付等により制度の周知に努めます。 

■施策の計画値■ 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

介護給付費通知の実施 年１回 年１回 年１回 

 

（７）介護実績の活用 

■施策の方向性■ 

国保連合会の「介護給付適正化システム」から出力される帳票を点検して、請求内容が

適正であるか確認します。また、国保連合会が開催する研修会への参加や、同会が作成し

たマニュアルを活用して、点検を実施できる体制を整えます。 

■施策の計画値■ 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

「介護給付適正化システム」 

から出力される帳票の点検 
年１回 年１回 年１回 

 

（８）要介護認定の申請から結果通知までの期間短縮 

■施策の方向性■ 

認定調査員に対する内部研修や連絡会を開催し、認定調査員の作成する調査票の質を高

めることで、調査票の点検、修正に要する時間の短縮を図ります。 

■施策の計画値■ 

区分 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

要介護認定の申請から結果通知 

までの平均処理時間の短縮 
33.0日 32.5日 32.0日 
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第３節 介護人材の確保・介護現場の革新 

１．福祉人材の育成・資質の向上 

■施策の方向性■ 

県や介護サービス事業者と連携し、研修や勉強会を実施することで、福祉人材の育成・

資質の向上を図ります。また、ケアプラン点検事業を市と介護支援専門員、主任介護支援

専門員が協働で実施することで、情報の共有と専門員の質の向上を図ります。 

 

２．福祉人材の確保 

■施策の方向性■ 

シルバー人材センターや地域の企業と連携し、元気高齢者の介護現場での雇用の拡大を

図ります。また、福祉に関する仕事について、広報誌やホームページ等を通じて情報発信

することで、福祉人材の確保を図ります。 

これまでの働き方を変えたいと考える生産年齢人口を対象に、介護現場の就労に関心が

持てるよう啓発を実施します。 

 

３．介護現場革新の取り組み 

■施策の方向性■ 

シルバー人材センター等と連携し、介護現場における元気高齢者の雇用の促進を図りま

す。また、県と連携したロボット、ＩＣＴの活用等を通じて、介護現場の革新を図ります。 

業務の効率化の観点から、介護職員・介護従業者等の負担軽減のため、国が示す方針に

基づく個々の申請様式・添付書類や手続きに関する簡素化、様式例の活用による標準化を

推進し、文書量削減等に係る取り組みを検討します。 

 

４．介護事業所の防災・感染症対策支援 

■施策の方向性■ 

介護事業所に対して、感染症の拡大防止対策や感染症対策に必要な物資の備蓄の必要性

について周知啓発します。 
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第４節 介護保険料の算出 

１．介護保険料算出までの流れ 

（１）サービス利用状況の分析 

平成30（2018）年度、令和元（2019）年度、令和２（2020）年度（見込み）のサービス

給付分析を行い、利用回数や利用人数等のデータから、給付実績の整理を行います。 

 

（２）被保険者数の推計 

過去の人口推移の実績をもとに、コーホート変化率法により、令和３（2021）年度から

令和７（2025）年度の人口を算出します。 

 

（３）要支援・要介護認定者数等の推計 

平成30（2018）年度から令和２（2020）年度の要支援・要介護の認定状況等を勘案し、

令和３（2021）年から令和５（2023）年度、令和７（2025）年度の各認定者数を算出しま

す。 

 

（４）施設・居宅系サービス見込み量の算出 

要支援・要介護認定者数の見込み、施設・居住系サービスの整備方針を踏まえるととも

に、これまでの給付実績を分析・評価し、施設・居住系サービスの見込み量を算出します。 

 

（５）在宅サービス等見込み量の算出 

地域密着型サービスの整備方針や、これまでの給付実績を分析・評価し、在宅等サービ

スの見込み量を算出します。 

 

（６）地域支援事業に必要な事業費の算出 

介護予防・日常生活支援総合事業費、包括的支援事業費、任意事業費を見込み、地域支

援事業に係る費用を算出します。 

 

（７）保険料の算定 

上記の見込み量（４）（５）等をもとに各サービスの給付費の総額等（標準給付見込額）

に地域支援事業費（６）を加算した額から、第１被保険者において負担すべき額を算出し、

第１被保険者数の見込み（２）及びその者の所得状況を加味した数で除するなど、所定の

算定方式において算出します。 
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２．介護給付費 

介護給付費は、要介護１～５を対象とした介護サービスについて、総費用の１割(注)を自己

負担、９割を介護保険会計から給付するものです。算出した事業量と介護報酬単価の改定を踏

まえた単価を乗じて推計し、３年間で約106億９千万円と見込みます。 

(注)一定以上所得者は所得金額に応じ自己負担額が２割又は３割となります。 

 

【居宅サービス】 （円） 

 

第８期 
令和７年度 

（2025） 合計 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

訪問介護 851,038,000 278,830,000 283,731,000 288,477,000 299,502,000 

訪問入浴介護 62,615,000 18,855,000 21,114,000 22,646,000 21,942,000 

訪問看護 194,911,000 62,608,000 64,848,000 67,455,000 73,588,000 

訪問 

リハビリテーション 
37,217,000 11,968,000 12,600,000 12,649,000 12,991,000 

居宅療養管理指導 60,857,000 19,957,000 20,180,000 20,720,000 23,197,000 

通所介護 1,670,805,000 536,996,000 564,659,000 569,150,000 585,061,000 

通所 

リハビリテーション 
344,657,000 110,038,000 116,665,000 117,954,000 122,663,000 

短期入所生活介護 622,351,000 201,170,000 208,738,000 212,443,000 218,679,000 

短期入所療養介護 

（老健） 
9,787,000 3,079,000 3,354,000 3,354,000 3,354,000 

短期入所療養介護 

（病院等） 
0 0 0 0 0 

短期入所療養介護 

(介護医療院) 
0 0 0 0 0 

福祉用具貸与 325,625,000 106,785,000 108,602,000 110,238,000 113,497,000 

特定福祉用具購入 11,979,000 3,993,000 3,993,000 3,993,000 4,375,000 

住宅改修 28,545,000 9,515,000 9,515,000 9,515,000 10,733,000 

特定施設入居者 

生活介護 
584,746,000 178,443,000 185,111,000 221,192,000 245,090,000 

居宅介護支援 554,013,000 176,538,000 185,985,000 191,490,000 196,624,000 

小計 5,359,146,000 1,718,775,000 1,789,095,000 1,851,276,000 1,931,296,000 
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【地域密着型サービス】 （円） 

 

第８期 
令和７年度 

（2025） 合計 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 
8,123,000 2,707,000 2,708,000 2,708,000 2,708,000 

夜間対応型訪問介護 0 0 0 0 0 

地域密着型通所介護 325,177,000 104,587,000 109,816,000 110,774,000 114,683,000 

認知症対応型通所介護 75,852,000 23,028,000 26,412,000 26,412,000 26,412,000 

小規模多機能型 

居宅介護 
93,325,000 31,097,000 31,114,000 31,114,000 31,114,000 

認知症対応型 

共同生活介護 
667,404,000 220,562,000 223,298,000 223,544,000 229,347,000 

地域密着型特定施設 

入居者生活介護 
0 0 0 0 0 

地域密着型介護老人福 

祉施設入所者生活介護 
273,967,000 91,289,000 91,339,000 91,339,000 97,976,000 

看護小規模多機能型 

居宅介護 
82,491,000 27,487,000 27,502,000 27,502,000 27,502,000 

小計 1,526,339,000 500,757,000 512,189,000 513,393,000 529,742,000 

 

【施設サービス】 （円） 

 

第８期 
令和７年度 

（2025） 合計 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

介護老人福祉施設 2,253,417,000 750,861,000 751,278,000 751,278,000 803,453,000 

介護老人保健施設 1,391,458,000 463,648,000 463,905,000 463,905,000 504,550,000 

介護医療院 90,183,000 19,509,000 19,520,000 51,154,000 57,324,000 

介護療養型医療施設 69,937,000 34,959,000 34,978,000 0  

小計 3,804,995,000 1,268,977,000 1,269,681,000 1,266,337,000 1,365,327,000 

 

【介護給付費合計】 （円） 

 

第８期 
令和７年度 

（2025） 合計 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

合計 10,690,480,000 3,488,509,000 3,570,965,000 3,631,006,000 3,826,365,000 
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３．介護予防給付費 

介護予防給付費は、要支援１～２を対象とした介護予防サービスについて、総費用の１割

(注)を自己負担、９割を介護保険会計から給付するものです。算出した事業量と介護報酬単価

の改定を踏まえた単価を乗じて推計し、３年間で約４億５千万円と見込みます。 

 (注)一定以上所得者は所得金額に応じ自己負担額が２割又は３割となります。 
 

【介護予防サービス】 （円） 

 

第８期 
令和７年度 

（2025） 合計 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

介護予防 

訪問入浴介護 
0 0 0 0 0 

介護予防訪問看護 84,060,000 27,133,000 28,080,000 28,847,000 31,456,000 

介護予防訪問 

リハビリテーション 
33,073,000 10,738,000 11,005,000 11,330,000 11,874,000 

介護予防 

居宅療養管理指導 
8,370,000 2,725,000 2,726,000 2,919,000 3,010,000 

介護予防通所 

リハビリテーション 
54,714,000 17,918,000 18,398,000 18,398,000 18,869,000 

介護予防 

短期入所生活介護 
9,754,000 3,106,000 3,324,000 3,324,000 3,662,000 

介護予防短期入所 

療養介護（老健） 
0 0 0 0 0 

介護予防短期入所 

療養介護（病院等） 
0 0 0 0 0 

介護予防短期入所療養 

介護（介護医療院） 
0 0 0 0 0 

介護予防福祉用具貸与 84,232,000 28,438,000 28,010,000 27,784,000 28,803,000 

特定介護予防 

福祉用具購入 
3,891,000 1,297,000 1,297,000 1,297,000 1,297,000 

介護予防住宅改修 24,303,000 8,101,000 8,101,000 8,101,000 8,101,000 

介護予防特定施設 

入居者生活介護 
76,207,000 22,814,000 24,160,000 29,233,000 33,639,000 

介護予防支援 59,156,000 19,397,000 19,880,000 19,879,000 20,357,000 

小計 437,760,000 141,667,000 144,981,000 151,112,000 161,068,000 

 

【地域密着型介護予防サービス】 （円） 

 

第８期 
令和７年度 

（2025） 合計 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

介護予防 

認知症対応型通所介護 
0 0 0 0 0 

介護予防小規模 

多機能型居宅介護 
9,451,000 3,149,000 3,151,000 3,151,000 3,151,000 

介護予防認知症対応型 

共同生活介護 
0 0 0 0 0 

小計 9,451,000 3,149,000 3,151,000 3,151,000 3,151,000 
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【介護予防給付費合計】 （円） 

 

第８期 
令和７年度 

（2025） 合計 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

合計 447,211,000 144,816,000 148,132,000 154,263,000 164,219,000 

 

４．総給付費 

介護給付費と介護予防給付費を合わせた総給付費は、３年間で約111億４千万円と見込みま

す。 
 

【総給付費】 （円） 

 

第８期 
令和７年度 

（2025） 合計 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

介護予防給付費合計 447,211,000 144,816,000 148,132,000 154,263,000 164,219,000 

介護給付費合計 10,690,480,000 3,488,509,000 3,570,965,000 3,631,006,000 3,826,365,000 

総給付費 11,137,691,000 3,633,325,000 3,719,097,000 3,785,269,000 3,990,584,000 

 

５．標準給付費 

食費・居住費の自己負担化に伴い、負担を軽減するための「特定入所者介護サービス費等」、

１か月の利用料が一定の額を超えた場合に給付される「高額介護サービス費等」、医療保険と介

護保険の合計の利用料が一定の額を超えた場合に給付される「高額医療合算介護サービス費

等」、国保連合会が行う給付請求事務に対して支払う手数料「審査支払手数料」を総給付費に加

えて、全体額となる「標準給付費」を算出します。３年間で約117億２千万円と見込みます。 

 

【標準給付費】 （円） 

 

第８期 
令和７年度 

（2025） 合計 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

総給付費[A] 11,137,691,000 3,633,325,000 3,719,097,000 3,785,269,000 3,990,584,000 

特定入所者介護 

サービス費等給付額[B] 
318,458,931 111,938,326 102,185,461 104,335,144 108,289,739 

高額介護サービス費等 

給付額[C] 
230,009,102 74,905,231 76,745,782 78,358,089 81,318,870 

高額医療合算介護 

サービス費等給付額[D] 
29,287,007 9,503,398 9,773,930 10,009,679 10,369,100 

算定対象審査支払 

手数料[E] 
8,126,544 2,636,996 2,712,068 2,777,480 2,877,208 

標準給付費[F] 

([A]+[B]+[C]+[D]+[E]) 
11,723,572,584 3,832,308,951 3,910,514,241 3,980,749,392 4,193,438,917 
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６．地域支援事業費 

地域支援事業費は、保険給付費に対する割合の上限が決められています。本市ではこれまで

の実績を踏まえ、３年間で約８億８千万円と見込みます。 

 

【介護予防・日常生活支援総合事業】 （円） 

 

第８期 
令和７年度 

（2025） 合計 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

訪問介護相当サービス 
131,760,000 43,920,000 43,920,000 43,920,000 48,350,940 

870人 290人 290人 290人 319人 

訪問型サービスＡ 
10,410,000 3,470,000 3,470,000 3,470,000 3,846,820 

201人 67人 67人 67人 74人 

訪問型サービスＢ 441,000 147,000 147,000 147,000 170,691 

訪問型サービスＣ 810,000 270,000 270,000 270,000 313,514 

訪問型サービスＤ 0 0 0 0 0 

訪問型サービス 

(その他) 
0 0 0 0 0 

通所介護相当サービス 
227,100,000 75,700,000 75,700,000 75,700,000 83,691,369 

1,341人 447人 447人 447人 496人 

通所型サービスＡ 
50,250,000 16,750,000 16,750,000 16,750,000 17,618,184 

495人 165人 165人 165人 186人 

通所型サービスＢ 7,200,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,786,792 

通所型サービスＣ 0 0 0 0 0 

通所型サービス 

(その他) 
0 0 0 0 0 

栄養改善や見守りを 

目的とした配食 
0 0 0 0 0 

定期的な安否確認、緊急時

の対応、住民ボランティア

等の見守り 

0 0 0 0 0 

その他、訪問型サービス・

通所型サービスの 

一体的提供等 

0 0 0 0 0 

介護予防 

ケアマネジメント 
57,810,000 19,270,000 19,270,000 19,270,000 22,375,614 

介護予防把握事業 84,000 28,000 28,000 28,000 32,513 

介護予防普及啓発事業 21,696,000 7,232,000 7,232,000 7,232,000 8,397,532 

地域介護予防活動 

支援事業 
20,916,000 6,972,000 6,972,000 6,972,000 8,095,629 

一般介護予防事業 

評価事業 
540,000 180,000 180,000 180,000 209,009 

地域リハビリテーション

活動支援事業 
1,224,000 408,000 408,000 408,000 473,755 

上記以外の介護予防・ 

日常生活総合事業 
3,342,000 1,114,000 1,114,000 1,114,000 1,293,536 
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【包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業】 （円） 

 

第８期 
令和７年度 

（2025） 合計 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

包括的支援事業 

（地域包括支援 

センターの運営） 

217,383,900 72,461,300 72,461,300 72,461,300 71,956,264 

任意事業 12,711,000 4,237,000 4,237,000 4,237,000 4,207,469 

 

【包括的支援事業（社会保障充実分）】 （円） 

 

第８期 
令和７年度 

（2025） 合計 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

在宅医療・介護連携推進

事業 
23,811,000 7,937,000 7,937,000 7,937,000 7,937,000 

生活支援体制整備事業 58,464,000 19,488,000 19,488,000 19,488,000 19,488,000 

認知症初期集中支援 

推進事業 
8,658,000 2,886,000 2,886,000 2,886,000 2,886,000 

認知症地域支援・ 

ケア向上事業 
23,829,000 7,943,000 7,943,000 7,943,000 7,943,000 

認知症サポーター活動

促進・地域づくり推進 

事業 

0 0 0 0 0 

地域ケア会議推進事業 921,000 307,000 307,000 307,000 307,000 

 

【地域支援事業費】 （円） 

 

第８期 
令和７年度 

（2025） 合計 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

介護予防・日常生活支援

総合事業費[G] 
533,583,000 177,861,000 177,861,000 177,861,000 197,655,898 

包括的支援事業（地域包

括支援センターの運営）

及び任意事業費[H] 

230,094,900 76,698,300 76,698,300 76,698,300 76,163,733 

包括的支援事業 

（社会保障充実分）[I] 
115,683,000 38,561,000 38,561,000 38,561,000 38,561,000 

地域支援事業費[J] 

([G]+[H]+[I]) 
879,360,900 293,120,300 293,120,300 293,120,300 312,380,631 
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７．第１号被保険者負担分相当額 

「第１号被保険者負担分相当額」は、「標準給付費」と「地域支援事業費」の合計に、「第１

号被保険者負担割合」を乗じた額になります。３年間で約29億円と見込みます。 

 

【第１号被保険者負担分相当額】 （円） 

 

第８期 
令和７年度 

（2025） 合計 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

標準給付費[F] 11,723,572,584 3,832,308,951 3,910,514,241 3,980,749,392 4,193,438,917 

地域支援事業費[J] 879,360,900 293,120,300 293,120,300 293,120,300 312,380,631 

第１号被保険者負担 

割合[K] 
23.0％ 23.0％ 23.0％ 23.0％ 23.4％ 

第１号被保険者負担分相当額  

[L](([F]+[J])×[K]) 
2,898,674,701 948,848,728 966,835,944 982,990,029 1,054,361,774 

 

８．保険料収納必要額 

「保険料収納必要額」は、「第１号被保険者負担分相当額」に、「調整交付金相当額」を加え、

「調整交付金見込額」、「準備基金取崩額」を差し引いた額になります。以上の算定から、本市

における保険料収納必要額は、３年間で約26億８千万円と見込みます。 

 

【保険料収納必要額】 （円） 

 

第８期 
令和７年度 

（2025） 合計 
令和３年度 

（2021） 

令和４年度 

（2022） 

令和５年度 

（2023） 

第１号被保険者負担分 

相当額[L] 
2,898,674,701 948,848,728 966,835,944 982,990,029 1,054,361,774 

調整交付金相当額[M] 612,857,779 200,508,498 204,418,762 207,930,520 219,554,741 

調整交付金見込額[N] 457,446,000 141,960,000 154,132,000 161,354,000 180,913,000 

財政安定化基金拠出金 

見込額[O] 
0    0 

財政安定化基金償還金 

[P] 
0    0 

準備基金取崩額[Q] 374,400,000    0 

審査支払手数料差引額 

[R] 
0 0 0 0 0 

市町村特別給付費等 

[S] 
0 0 0 0 0 

市町村相互財政安定化 

事業負担額[T] 
0    0 

保険者機能強化推進交 

付金等の交付見込額[U] 
0    0 

保険料収納必要額[V] 

([L]+[M]-[N]+[O]+[P] 

-[Q]+[R]+[S]+[T]-[U]) 

2,679,686,481    1,093,003,515 

※端数調整の関係で合計が一致しない場合がある 
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９．保険料基準額 

保険料収納必要額を保険料の「予定収納率」で除し、３年間合計の「所得段階別加入割合補

正後被保険者数」で除すことにより、「保険料基準額」が算出されます。 

以上の算定から、本市における保険料基準額が年額で61,200円、月額で5,100円となります。 

 

【保険料基準額】 

 第８期 
令和７（2025）年度 

（単年度推計） 

保険料収納必要額[V] 2,679,686,481円 1,093,003,515円 

予定保険料収納率[W] 95.41％ 98.00％ 

所得段階別加入割合補正後被保険者数[X] 45,891人 15,172人 

保険料基準額（月額） 

（[V]÷[W]÷[X]÷12（ヶ月）） 
5,100円 6,126円 

保険料基準額（年額） 

（月額×12（ヶ月）） 
61,200円 73,512円 

 

【介護保険料基準額の推移】 

 保険料基準額 上昇率 

令和３（2021）年度～令和５（2023）年度 5,100円 0.0％ 

平成30（2018）年度～平成32（2020）年度 5,100円 0.0％ 

平成27（2015）年度～平成29（2017）年度 5,100円 8.5％ 

平成24（2012）年度～平成26（2014）年度 4,700円 11.9％ 

平成21（2009）年度～平成23（2011）年度 4,200円 23.5％ 

平成18（2006）年度～平成20（2008）年度 3,400円 17.2％ 

平成17（2005）年度 2,900円 - 
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10．所得段階別介護保険料 

【第７期計画と第８期計画の所得段階対象条件比較】 

第７期計画 第８期計画 

第１ 

段階 

・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非

課税の方 

・生活保護受給者 

・世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課

税年金収入額＋その他の合計所得金額が80

万円以下の方 

第１ 

段階 

・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非

課税の方 

・生活保護受給者 

・世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の

課税年金収入額＋その他の合計所得金額が

80万円以下の方 

第２ 

段階 

世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課

税年金収入額＋その他の合計所得金額が80万

円を超え120万円以下の方 

第２ 

段階 

世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課

税年金収入額＋その他の合計所得金額が80万

円を超え120万円以下の方 

第３ 

段階 

世帯全員が市民税非課税で、第１・２段階に該

当しない方 

第３ 

段階 

世帯全員が市民税非課税で、第１・２段階に

該当しない方 

第４ 

段階 

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本

人は市民税非課税で前年の課税年金収入額＋

その他の合計所得金額が80万円以下の方 

第４ 

段階 

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本

人は市民税非課税で前年の課税年金収入額＋

その他の合計所得金額が80万円以下の方 

第５ 

段階 

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本

人は市民税非課税で第４段階に該当しない方 

第５ 

段階 

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本

人は市民税非課税で第４段階に該当しない方 

第６ 

段階 

本人が市民税課税で、前年の合計所得額が120

万円未満の方 

第６ 

段階 

本人が市民税課税で、前年の合計所得額が120

万円未満の方 

第７ 

段階 

本人が市民税課税で、前年の合計所得額が120

万円以上200万円未満の方 

第７ 

段階 

本人が市民税課税で、前年の合計所得額が120

万円以上210万円未満の方 

第８ 

段階 

本人が市民税課税で、前年の合計所得額が200

万円以上300万円未満の方 

第８ 

段階 

本人が市民税課税で、前年の合計所得額が210

万円以上320万円未満の方 

第９ 

段階 

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が

300万円以上400万円未満の方 

第９ 

段階 

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が

320万円以上400万円未満の方 

第10 

段階 

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が

400万円以上700万円未満の方 

第10 

段階 

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が

400万円以上700万円未満の方 

第11 

段階 

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が

700万円以上の方 

第11 

段階 

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が

700万円以上の方 

※介護保険料の算定基準となる「合計所得金額」は、地方税法上の合計所得金額から 

長期譲渡所得及び短期譲渡所得にかかる特別控除額を控除した額になります 
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【第８期計画の所得段階別保険料】 

所得段階 保険料率 

保険料月額 保険料年額 

令和３（2021）年度～令和５（2023）年度 

第１段階 0.50 2,550円 30,600円 

第２段階 0.65 3,315円 39,700円 

第３段階 0.75 3,825円 45,900円 

第４段階 0.90 4,590円 55,000円 

第５段階 1.00 5,100円 61,200円 

第６段階 1.10 5,610円 67,300円 

第７段階 1.25 6,375円 76,500円 

第８段階 1.40 7,140円 85,600円 

第９段階 1.50 7,650円 91,800円 

第10段階 1.75 8,925円 107,100円 

第11段階 2.00 10,200円 122,400円 

 

※公費による低所得者保険料軽減負担金の交付により、保険料率は次の額になります。 

第１段階の保険料率は、0.50から0.30に引き下げられ、年額18,300円、月額1,530円 

第２段階の保険料率は、0.65から0.50に引き下げられ、年額30,600円、月額2,550円 

第３段階の保険料率は、0.75から0.70に引き下げられ、年額42,800円、月額3,570円 
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第６章 計画の推進体制 

第１節 計画の達成状況の点検及び評価 

計画の達成状況や進捗状況の評価については「伊豆の国市介護保険運営協議会」、「伊豆の国

市地域包括支援センター運営協議会」において施策の進捗状況や地域の介護保険事業の特徴等

を把握・検証し、改善する仕組み（ＰＤＣＡサイクル）を構築し、事業展開に反映していきま

す。 

第２節 計画の推進体制の充実 

１．関係機関等との連携 

計画の推進にあたっては、関係機関、関係団体、サービス提供事業者等との連携を図ります。

また、国、県等との連携を図り、法律・制度の改正、社会情勢の変化に柔軟に対応します。 
 

２．庁内関係各課との連携 

保健、福祉、建設、都市計画、防災、教育等の関係各課が連携することで、施策の効率的か

つ効果的な施策を推進するとともに、複数の課が協働することで多面的な視点を持った総合

的・全庁的な施策の展開を図ります。 
 

第３節 計画の円滑な運営 

庁舎内の業務を効率化するために、書類の電子化等をはじめとするＩＣＴ化の取り組みを推

進し、業務の標準化・効率化、市職員の働き方の見直し、業務改革の徹底を図ります。 
 

第４節 サービスが利用しやすい環境の整備 

１．相談支援体制の充実 

■施策の方向性■ 

相談窓口についての周知を行うとともに、相談窓口職員の資質の向上を図ることで、迅

速かつ的確な対応を図ることができる体制を整備します。 
 

２．情報提供体制の強化 

■施策の方向性■ 

サービスを必要とした際に、必要なサービス等の情報を漏れなく入手することができる

よう、広報誌やホームページ、各種パンフレット、さらにはＳＮＳ等のさまざまな情報媒

体を活用し、積極的な情報提供を行います。
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